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足立区男女共同参画推進委員会会議概要 

会 議 名 令和３年度 第４回 足立区男女共同参画推進委員会 

事 務 局 地域のちから推進部多様性社会推進課 

開催年月日 令和３年１０月２５日（月） 

開 催 時 間 午後１時３０分 ～ 午後３時２９分 

開 催 場 所 Ｌ．ソフィア ３階 ３・４学習室 

出 席 者 

【委員】 

石阪 督規 委員長 片野 和惠 副委員長 徳永 裕文 委員 

石川 秋恵 委員 内藤  忍 委員 小川 節子 委員 

山下 友美 委員 田中 孝子 委員 亀田 彩子 委員 

佐藤 英二 委員 田口 麻美 委員  

【事務局】 

松本 令子 多様性社会推進課長 明石 光人 男女共同参画推進係長 

三堀 修  事業調整担当係長 梶原 男女共同参画推進係員 

【傍聴者】なし 

会 議 次 第 １ 前回（９／２７開催）委員会のふりかえり 

２ 所管課ヒアリングを受けて重要課題に関する自由討議・意見交換 

  「年次報告書」作成に向けた提言について 

３ 次回（１１／２５開催）の議事内容について 

  （１）「年次報告書」作成に向けた提言 

  （２）区長報告について 

４ 男女参画プラザ講座委託に関する評価について 

５ 事務連絡 

  （１）次回開催 １１月２５日（木曜日）午後２時～４時 

     第１学習室 
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  （２）その他 

資 料 

 
・資料１：令和３年度第３回男女共同参画推進委員会（９／２７）の要 

     点 

・資料２：令和３年度ＬＧＢＴ啓発事業現況報告 

・その他１：令和３年度第３回男女共同参画推進委員会（９／２７）会 

      議録 

・その他２：男女参画プラザ講座委託に関する評価資料 

・その他３：男女参画プラザ講座チラシ 

そ の 他 

 

 

 



3 

（審議経過） 

１ 前回（９／27開催）委員会のふりかえ 

  り 

（松本課長） 

 それでは、定刻になりましたので、令和

３年度第４回足立区男女共同参画推進委員

会を開催させていただきます。 

 私は多様性社会推進課長の松本です。本

日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 早速ですけれども、本委員会は足立区男

女共同参画推進委員会規則の第４条に基づ

きまして、委員の半数以上のご出席がなけ

れば開くことのできないとなっております

けれども、本日、委員総数13名に対しまし

て出席11名ということで有効に成立してお

ります。 

 また、同規則第５条によりまして、本委

員会は公開となっております。本日の傍聴

人はゼロです。 

 あわせて、同規則第７条によりまして、

会議録の作成が必要ですので、録音をさせ

ていただいております。ご了承ください。 

 委員の皆様のご発言につきましては、議

事録としてまとめていただきますので、ま

た後日確認いただく形になります。 

 それでは、次第に沿いまして進めさせて

いただきます。 

 まず、本日の議題１番、前回９月27日の

ヒアリングのふりかえりです。 

 第３回男女共同参画推進委員会は９月27

日月曜日に行いまして、各関係者からのヒ

アリングを実施いたしました。 

 まず、提言の１つ目のテーマとしまして、

ＬＧＢＴの方々への理解促進ということで、

当区のＬＧＢＴ相談窓口の相談員も務める

方にお越しいただいて、実績等を交えなが

らお話をいただいたところです。 

 まとめた内容は資料１にもありますけれ

ども、①から⑥まで、大体質問はこの６つ

に沿って、お答えをいただきました。 

 まず、どれだけ公平な目線で施策を推進

していけるか、カミングアウトについては

信頼と共感がキーワードになっている。当

課の相談窓口については、セクシャルマイ

ノリティの相談窓口であるということを明

示していかないといけないこと。トイレや

制服については、いまだに職場や学校、公

共施設など、男女の二元的な考え方が浸透

しているということなどを、お話しいただ

きました。 

 最後に、当事者が社会に求めていること 

は、という質問に対しては、社会全体で考

えてほしいということでした。当区のほう

でも啓発を今年度それに沿って進めている

ところですので、今年の現況について事務

局のほうからＬＧＢＴの啓発の関連につい

て説明をさせていただきます。 

 三堀係長、お願いします。 

（三堀係長） 

 事業調整担当の三堀と申します。座った

ままの説明で失礼させていただきます。 

 それでは、資料２でございます。 

 令和３年度ＬＧＢＴ啓発事業の現況報告、

こちらが９月末までの数字ということでご

了承いただきたいと思います。 

 本日は時間の関係もありますので、補足

の説明のみに集中してご説明したいと思い

ます。 

 ＬＧＢＴ相談窓口、先ほどもお話があり

ましたように、こちらは12月から開始とな

りまして、今年度に関しましては、相談件

数10件ということでございますが、これは

１日３コマの予約という形になっておりま

す。ですから、月に６コマの相談枠でござ

います。件数のほうはフルに、というよう

な状況では残念ながらございませんけれど
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も、相談窓口は行政が恒常的に設置をして

いるということ自体がやはり当事者の方々

にご安心をいただけるというご指摘もいた

だいております。周知を徹底して、まず相

談窓口があるということを広くお伝えをし

ていきたいということでございます。 

 また、予約の仕方等につきましても、今

後より改善をして、ご相談をしやすい体制

を絶え間なく検討してまいりたいと思って

おります。 

 相談員の方は先日もいらっしゃいました

「特定非営利活動法人 共生社会をつくる

セクシュアル・マイノリティ支援全国ネッ

トワーク」というところに委託をしており

ます。 

 続きまして、パートナーシップ・ファミ

リーシップ制度でございますが、こちらも

ご案内のとおりでございます。宣誓件数が

16件、そのうち１件はファミリーシップの

宣誓で、ご家族の方、お子さんも含めた形

の宣誓が１件ということでございます。 

 単年度の半年間の数字としては、各自治

体の宣誓状況を見ますと、決して少ないと

いう状況ではないかなと思います。ただ一

方で、当事者の方々、特に宣誓をいただい

た方からすると、やや数字が寂しいねとい

うようなご評価もいただいておりますので、

より周知を高めて、宣誓をより多くの方に

していただきやすい形を私どもも検討を進

めてまいりたいと思っております。 

 続きまして、周知・啓発についてでござ

います。まず５月に完了いたしましたが、

パートナーシップ制度を４月からスタート

しまして、そちらに関する啓発ポスターや

チラシの配布依頼をさせていただきました。

配布先等々、それから、配布の枚数につい

ては表記のとおりでございますが、パート

ナーシップ・ファミリーシップ制度が始ま

る前に関係団体、特に当事者の方のお困り

の例えば医療関係であるとか、不動産関係、

それから、金融関係、そういったところに

区長、副区長が制度の理解を求めるために

訪問しまして、それぞれの団体の長の方々

にご説明をさせていただいて、そういった

団体様も中心にこういった啓発にもご協力

をいただいたというところでございます。 

 続きまして、（２）番でパートナーシッ

プ制度導入自治体ネットワーク会議という

のがございます。 

 現在12自治体、東京都内、区市で導入を

しております。また、現在それ以外にも４

自治体ということでしたが、その後７自治

体に増えた形で検討中の自治体があるとい

うことでございます。どんどん増えていく

ような状況になっているところで、このネ

ットワーク会議によってスケールメリット

を生かして、例えばここにインセンティブ

という言葉が出てきますが、要は同姓パー

トナーの方々で本来法律婚の方で十分に認

められる、あるいは差別をされないような

ことに多々制限があるような状況にありま

す。そういった方々に対して、よりパート

ナーシップ宣誓をしたことで、それで社会

的な認知を得ることで、同じようなサービ

スをしてもらえる、そういった広がりを作

っていく。これが単独の自治体の個々でや

っていくのでは非常に効率も悪いですし、

なかなか広がっていかないので、導入して

いる自治体でネットワークを組み、また、

東京都等も巻き込んで加速度的に進めてい

きたいという目的で、こういったネットワ

ーク会議を開いております。 

 一応、役員自治体として渋谷区、世田谷

区といった先進自治体に加えまして、足立

区もそちらに加えさせていただいていると

ころです。 
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 それから、講座の実施でございます。今

年度は委託事業で２本、後ほど詳細なご説

明があります。どういう講座内容だったか

というのはチラシのほうでご確認をいただ

きたいと思いますけれども、参加人数もご

案内のとおりでございまして、それぞれ講

座の満足度につきましてアンケートを取り

ましたら、共に90％を超える満足度でござ

いますので、講座の内容としても非常に優

れたものだったかなと考えております。 

 その後の課題と、それから、方針でござ

いますけれども、今申し上げましたとおり

講座とかにご参加いただく方は問題意識を

持っていらっしゃる方ですから、いわゆる

積極層ということになるんですが、それ以

外の方々にどのように意識づけをしていく

かというのは今後の課題になってくるかな

というところでございます。 

 また、先ほど申し上げたインセンティブ

の部分、ここをどういうふうに広げていく

かというところと、あと、まだ足立区で当

事者への直接支援というのが相談事業以外

に広がっていない、ワークショップ的なも

のとかそういったものというものがまだ行

われていないというところがありますので、

これは今後の課題であり、早急に対応が必

要な部分かなと認識をしております。 

 方針でございますけれども、当面はそう

は言っても啓発のほうにまず注力をしてま

いりたいというところでございますので、

出前講座等々、そういったところでより広

くの方々に性の多様性についてご理解をい

ただく活動を続けていくということ、また、

啓発冊子は前回までは東京都のものをいろ

いろご覧いただいていますが、今鋭意作成

中でございますので、出来次第、広くこれ

を配布していきたい。また、教職員も区立

の小中学校の教職員全てに配布をし、その

辺の理解を深めていきたいと考えておりま

す。 

 また、レインボープライドが渋谷区で実

施されていたりするんですけれども、パレ

ードがあったりします。自治体も今まで参

加している例はございまして、これはネッ

トワークでの参加を今検討しているところ

でございます。そういったところにも積極

参加をしながら、より周知啓発をしていき

たいなというところでございます。 

 私からの説明は以上となります。 

（松本課長） 

 前回のふりかえりの１番、ＬＧＢＴの啓

発事業、区の実施状況を説明させていただ

きました。また前回のふりかえりに戻りま

して、２つ目のテーマでは男女格差の是正

に向けての取組ということでヒアリングを

しました。足立区の女性の昇任の課題や育

児休業の男女差など、人事課長、女性管理

職である財政課長に来ていただいたほか、

教育現場での男女平等や多様性の推進につ

いて、どのような取組や教育をされている

かを教育指導課にいる教育職員の方に来て

いただいて、お話を伺いました。 

 女性管理職の登用については、一番の大

きい要因が仕事と育児、介護の両立が難し

いということが挙げられているということ

でした。今、人事課のほうでは管理職の増

を目指して直接的な声かけですとか研修を

実施して、推薦制度の今導入に向けても調

整を行っているというようなお話もありま

した。今年度は昨年度よりも管理職を希望

する方が増えたというお話もありました。 

 女性管理職のロールモデルについても、

今後職員に発信していきたいということで、

女性管理職である岩松課長からもお話があ

りました。 

 あと、区のジェンダー教育についてです
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けれども、小学１年生から道徳の中で教育

をしていることや、中学生は、学習指導要

領に記載されている男女相互の理解と協力

に基づいて、特別活動の中で教育を行って

いること、保護者向けには道徳授業の地区

公開講座で実施をしているということでし

た。先生方に向けても男女共同参画や性の

多様性についても人権課題として取り上げ

て研修を実施しているというようなお話が

ありました。 

 本日の委員会ですけれども、前回のこの

ヒアリングの内容を踏まえまして、区とし

て取り組むべきことなど皆様からご意見を

ご自由にいただいて、委員会として提言に

まとめていただくような流れになります。 

 では、次第の２番から石阪委員長に進行

をよろしくお願いいたします。 

 

２ 所管課ヒアリングを受けて重要課題に 

  関する自由討議・意見交換 

（石阪委員長） 

 それでは、次第の２、所管課ヒアリング

を受けて重要課題に関する自由討議・意見

交換です。 

 皆さんお手元にあるか、あるいは家でお

持ちだと思いますが、この年次報告書を毎

年、年度末に発行しています。開いていた

だくと、まず足立区の第７次足立区男女共

同参画行動計画の体系図というのがござい

ます。こちらを見ていただくと、足立区と

しての基本目標、また、取組の方向性、施

策と書いてあります。今回は、先ほど課長

さんからお話がありましたが、大きく２つ

のテーマについて皆さんからご意見をいた

だくということになりました。１つがＬＧ

ＢＴあるいは性の多様性、こういったこと

を認めていくための施策ということで、こ

こで言うと、恐らく大きな基本目標の２で、

その中の１の人権を尊重する社会、取組の

方向性、そして、丸で言うと⑮ですね、性

的マイノリティを含めた多様な価値観につ

いての理解促進、このあたりが中心になる

のかと思います。 

 一方、その次の問題、男女の様々な格差、

これはまず数値、指標、そういったものを

見ながらこの格差是正についての取組を皆

さんに提言いただくというものですが、こ

ちらについては基本目標で言うと、大きな

１の大部分を含むような形になってくると

思います。働き方であったりとか、あるい

は子育て支援であったりとか、あるいは啓

発に関すること、こういったことが入って

くるということになります。一応この２点

について今年度は報告書のほうにまとめさ

せていただいて、最終的には区長に対して

こちらのほうを提言させていただくという

形になります。 

 今回と次回の会議については、この報告

書をまとめるということが主な業務となり

ますので、皆さんから例えばこうしたほう

がいいのではないかとか、こういうところ

に問題があるのではないかといったご意見

を中心に、自由にご発言をいただきながら

報告書の取りまとめに向けた作業をしてい

きたいと思っています。 

 参考資料になるのが先ほど報告のあった

前回のヒアリングの結果ですね。これ１、

２、３、４、５、まず⑥までＬＧＢＴの問

題が上げられていました。これは非常に分

かりやすかったですね。こちらは、先般、

パワーポイントでご説明いただいたところ

をまとめていただいたものになります。 

 それから、格差の是正については、課長

さんあるいは教育委員会の方にお越しいた

だいて、格差是正に向けた取組であったり

とか、主に人事については現状どういうこ
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とがなされているかというご報告でしたけ

れども、特に区の中でどのような取組をさ

れているかということを伺いました。です

ので、このあたりの議論を中心に皆さんか

らご提案、ご提言をいただきたいと思いま

す。 

 それから、先ほど区の現状としてご報告

いただいた資料２のほうですが、ＬＧＢＴ

啓発事業、今はこのような形で区としては

取り組んでいます。ただ、これはもう少し

例えばこう充実させたほうがいいんじゃな

いかとか、あるいはこんなような取組はど

うだろうかというご提案でも構いません。

これにプラスする形ですね。あるいは例え

ば時間であったり日数であったり、いろい

ろな件数を見ると、もう少しこういうふう

にするとこれが増えるのではないかとか、

あるいは質問でも構いません。本日、ご発

言いただきたいことですけれども、確認で

きましたでしょうか。主にこの２点です。 

 大変申し訳ないのですが、ほかにも多分

いろいろ発言されたい項目はあると思いま

すが、今回についての提言については、こ

ちらの主に２点、これを中心に皆さんから

ご意見をいただくということになります。 

 ちょっと議論を分けたいと思いますので、

まず最初、前半のほうはＬＧＢＴ及び性の

多様性に関わる問題、こちらについて皆さ

んからまずご意見をいただきたいと思いま

す。一通り全員からご発言いただいても構

わないんですが、もし何かあれば最初にち

ょっと挙手でお願いできますでしょうか。

いいですか。 

 では、順に聞いていきましょうか。何か

あればです。 

 では、内藤さんからどうでしょう。いき

なり聞きますけれども。 

（内藤委員） 

 今、要点をまとめていただいたのを拝見

しておりますが、やっぱり本当に発表して

いただいたとおり、小さいときからジェン

ダー、男らしさ、女らしさというところで

いじめなどが起きているんだなということ

が分かりました。さらに、それは子どもの

ところだけではなくて、恐らく社会に出て

も不快感情等があるということなので、実

際今、足立区には男女の条例があると思う

んですけれども、正式名称は足立区男女共

同参画社会推進条例、まさにこれの設置根

拠だと思いますけれども、ここで性別によ

る権利侵害の禁止というふうに書いてあり

ますが、この性別にこういった性的指向、

性自認というのは、リジットに考えると含

まれないという理解でいいですか。 

（松本課長） 

 今は明記がされていないですね。 

（石阪委員長） 

 今、明記がされていないです。 

（内藤委員） 

 されていないですよね。そういったこと

ですと、なかなかこの間ヒアリングでお伺

いしたような１ページの一番下ですけれど

も、セクシャルマイノリティに関してマジ

ョリティと同じようにどれだけ公平な目線

で施策を推進しているというところで、こ

れは行政が施策を考える際ですけれども、

条例は当然行政にも関わってきますので、

そういったところも今現状ルールがないと

いうことであると、なかなか取り組みにく

いのかなというふうにも思いますので、い

きなり施策の話になっちゃうんですけれど

も…… 

（石阪委員長） 

 いや、例えば今のご提案ですけれども、

他の自治体では、例えばカミングアウトの

強制やアウティングの禁止、こういったこ
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とを条例に盛り込む。あるいは、新たな条

例を作るということですかね。性の多様性

を認める推進条例のような形で各自治体設

置している、出始めているという状況です

かね。 

（内藤委員） 

 そうですね。特に東京は多分担当課さん

はご存じだと思うんですけれども、男女の

条例に組み込むタイプと、あとは今先生が

おっしゃったような新しい性の多様性に関

する条例、三重県でしたか、そういう前者

のほうが多いですかね。 

 いずれにしても、性的指向、性自認に関

する差別の禁止、それから、先生がおっし

ゃったアウティング、アウティングという

のはその人の了解を得ずに勝手にその人の

性的指向や性自認を暴露することですけれ

ども、そういったことや、それから、カミ

ングアウトというのは自分で、自分の気持

ちでやるということなんですけれども、そ

れを強制したりすることなどが条例に盛り

込まれているということが結構起きてきて

いますよね。 

 ですから、そういった他の自治体の動き

などは多分ご存じだと思うので…… 

（石阪委員長） 

 私は、検討に入ってもいいかなと思いま

す。 

（内藤委員） 

 そうですね。もう足立区さんは今ご説明

いただいたようにパートナーシップ、それ

から、ファミリーシップについてはかなり

先取りな形で先進的にやられたので、次は

この間こういう話もお聞きしたので、やは

り差別やハラスメントとか偏見にどう立ち

向かっていくかというところのルールがあ

ってもいいのかなというのは、お伺いして

思ったところです。 

（石阪委員長） 

 結局ルールがない中で進めていく、理解

を促すのは結構大変だと思うので、そうい

う意味では先ほど言ったように男女の条例

の中にそういった項目を入れる、改編する

という形か、あるいはまた別途、多様性条

例のようなものを新たに作るというような

取組をしていかないと、区としてもなかな

か取り組みづらいと思うんですね。 

（内藤委員） 

 ここは国の法律があればよかったんです

けれども、それがなかなか進んでいない状

況である中、自治体が結構いろいろ自発的

に作られているので、そういったことを考

えてもいいのかなとちょっと思いました。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

（内藤委員） 

 取りあえずＬＧＢＴについては。 

（石阪委員長） 

 そうですね。こちらは今のところ、どう

でしょう。区として新たに条例を変えるあ

るいは条例を作るということに対してはい

かがでしょう。 

（松本課長） 

 男女二元論というところから見直しを今

考えているところですので、それに合わせ

てやっていきたいなということでは今検討

に入っているところです。 

（石阪委員長） 

 そうですね。他の地域のケースなんかも

ちょっと参考にしながら、足立区のやり方

をちょっと考えていく必要はあるでしょう

ね。ありがとうございます。 

 いかがでしょう、徳永さん。 

（徳永委員） 

 何かＬＧＢＴの問題は、根本的には市民

の皆さんの意識の問題が大きいところなの
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かなというところで、マクロの問題の解決

方法として今、内藤さんがおっしゃられた

ことというのは基本的には賛成というとこ

ろで、あと、ミクロな問題としてここにも

書いてあるとおりトイレとかジェンダーレ

スの制服とかというところは、これは結構

取り組みやすい問題。当事者目線からはそ

んなに深刻な問題なんだ、その方々にとっ

てというような問題で、それはやっぱり当

事者の話を聞いて気づきが与えられたとこ

ろなのかなというふうに思うし、そこで結

構深刻に考えていらっしゃるんだったら、

やっぱりこういう施設のところから、イン

フラのところからもう今すぐ取り組める問

題でもあると思うので。 

（石阪委員長） 

 例えば新しくトイレを作るあるいはきれ

いにするというときに、いわゆる今までだ

と多目的トイレの名前ですかね、普通は。

そうではなくて例えばオールジェンダーと

か、あるいはレインボーカラーのようなも

のを設置して誰でも使えますというトイレ

にしていく取組もできるでしょうし、そう

いうことですね。 

 あとはそういった例えば予算をつけて、

今ある既存のトイレでも多目的のところに

そういったものを貼っていくシールみたい

なもの、まずそういうことからスタートす

るということも大事ですよね。 

（徳永委員） 

 そういうハード面が浸透すれば、何か意

識も引きずられて変わってくる面はあるの

かなというふうに思います。 

（石阪委員長） 

 特に公共施設から始めたいですね。せっ

かく足立区ですから、区関係の施設から

徐々に始めていく。ありがとうございます。 

 よろしいですか。 

 では、続いてお願いします。石川さん。 

（石川委員） 

 前回、当事者の方からいろいろとお話を

聞きまして、性自認であるとか性的指向と

いうのがすごく低年齢のところから始まっ

ているというのを知ってびっくりしている

ところなんですけれども、小さいうちから

そういう違いを感じたりだとかというとこ

ろで、ずっとそれが一生生活の中で続いて

いくというところから考えると、すごく啓

発についてというのは大事なことなのかな

というふうに感じました。 

 周知啓発ということで区のほうでもチラ

シをまいたりポスターを掲示ということで

やられているんですけれども、やはりその

中で社会に出てからのほうが生活していく

中で、会社に勤める、就職するとかという

ところでも必要なところなので、経済団体

だとかという会社で認識というのがもっと

広がったらいいのかなというところで、そ

ういった啓発は必要かなというのは感じて

います。 

（石阪委員長） 

 まず、これを見ると、小学校入学前で男

子の場合は25％、こういった違和感を持た

れている子もいるということですから、か

なり早くということですね、まず１つは。

（石川委員） 

 どの世代でもずっと継続をして啓発して

いくというのが必要なんじゃないかなと思

いますね。 

（石阪委員長） 

 ちょっとページをめくって３ページのと

ころにたしか教育委員会の方のお話で、小

１の道徳の中の教材としてもう既にそうい

った副教材があると。「しょう太くんとあ

やちゃん どうしたらいいかな？」という

副教材、これは小１からもう導入している
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と。これはかなり早いと思うんですが、あ

とはこれを適切に先生方が教えられるかと

いうところと、あとは各学校がそれに積極

的に取り組んでいただけるかというところ

ですから、区としてはこういった教材があ

るので、しかも、これはかなり早くから皆

さんこういった問題があるということです

ので、１年生から道徳教材として区として

活用していくということがまず大事ですね。 

 それともう一つは、民間企業の中という

ことですね。これは具体的にはどうでしょ

う。例えば民間企業はいろいろ問題がある

と思うんですよね。 

（石川委員） 

 結構大手の会社ですと、多分いろいろと

研修であるだとか進んでいるんだと思うん

ですが、やはり中小のところだったりとか

すると、就職の段階で差別があったりだと

か、まだ理解が不足しているというところ

が多いかなと感じますので、やっぱりそこ

のところですかね。 

（石阪委員長） 

 例えば区内の企業に対して、あなたの企

業はこういう差別をしていませんかみたい

な感じで、例えば面接のときにこういう質

問はいけないとか具体的に多分書かないと

企業の方は分からないですよね。みんな確

かにこの問題は大事だと分かっているとは

思うんですけれども、じゃあ現場でどんな

差別があるとか、どんなことをやってはい

けないのかということも含めて、区から発

信をするということも大事かもしれないで

すね。ありがとうございます。 

 佐藤さん、いかがでしょう。 

（佐藤委員） 

 これ今朝買ったんですけれども、ルミネ

の中にあるフライングタイガーという店で

300円で売っていました。何てことはないん

ですが、よくレインボーカラーと言われま

すけれども、レインボーは７色じゃないで

すか。でも、このＬＧＢＴとかを象徴する

ような色は６色なんですよね。７じゃない

んですよね。 

 何で６なのかという話も実はしたかった

んですけれども、時間が足りないから今日

はやめておきますが、いろいろこの会に参

加させていただいて、勉強させていただい

て、１期目ということで分からないながら

いろんな発言をさせていただいたんですけ

れども、まず１つ思ったのがＬＧＢＴの人

というのが全体の１割というか10％と研究

機関でよく言われたりとかするんですけれ

ども、そうすると、この前も言ったかもし

れませんが、１億2,000万人の人口の中で１

割というと、約1,200万人、東京の人口に匹

敵するということで全然マイノリティでは

ないと私なんかは思っちゃうんですけれど

も。今日お配りいただいた資料２に足立の

ＬＧＢＴの相談件数が10件というのは少な

過ぎるんじゃないかなと。その10％から考

えると、明らかに少ないと思ったんです。 

 いろいろ調べてきて、このセクシャルマ

イノリティという本があって、これはすご

く分かりやすく子ども向けに書いてあるん

ですけれども、ここで言われているＬＧＢ

Ｔの相談先というのは15か所ぐらいあるん

ですよね。結局どこに相談していいか分か

らないというのが正直なところだと思って

いて、いろんなところに相談窓口があるが

ゆえの結果がこういう10件になっているの

かなと私は思いまして。一方、消費者庁と

いうのがあるんですけれども、私は消費者

庁の窓口で働いていたことがあるんですけ

れども、そこは１８８といって「いやや」

といって電話すれば、全国の消費者庁につ

ながるんです。そういうようなまとまった
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連絡手段はあったほうが結局こういう10件

しかないという事態は防げるんじゃないか

なと思いました。 

 すごく私トイレが大好きで、実はトイレ

の足立モデルというのを提案しました。こ

れを以前、松本さんとかに出させていただ

いたんですけれども、要はいろいろ書いて

ありますけれども、トイレのマークはディ

ズニーランドとかＵＳＪとか調べたら結構

自由なんですね。いろんな形があっていい

というのであれば、小学校とかのトイレで

職員向けのトイレとかいろいろありますけ

れども、レインボーとかありますけれども、

オールと書いた図柄で障がい者、ＬＧＢＴ

だけじゃなくほかの人もみんなが使えるオ

ールという発想のほうがいいんじゃないか

と。オールジェンダーと言っちゃうと、そ

こにジェンダーが発生しちゃうので、じゃ

あほかの人はどうなの、身体障がい者はど

うなのとなっちゃうので、オールという概

念の下に、ここにオールとアイデアがある

んですけれども、やったほうがいいという

のをちょっと１つ思ったのと、あと、これ

は愛知県の取組なんですけれども、小学校

の人にはがきを作ってもらう、男女共同参

画の。そういうプランがあって、これは９

月１日で終わっちゃったんですけれども、

今年の。こういうような取組もできるので、

何か子どもの頃から何でトイレというのが

男女以外にオールがあるのかというところ

の発想から学ばせておいたほうがいいんじ

ゃないかと。 

 というのは、さっき言われたように子ど

もが入学する前に違和感を感じているんだ

ったら、入学してすぐにトイレという問題

をきっかけとして考えさせたほうがいいん

じゃないかなと私は思いまして、そういう

ようなことでいろいろ感じました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 やはりトイレの問題は出ますね。これは

やっぱり多目的トイレだと、佐藤さん、分

かりづらいんですかね。どうなんでしょう。

（佐藤委員） 

 多目的と言っちゃうと逆に分かりづらく

て。 

（石阪委員長） 

 かえって分かりづらい。 

（佐藤委員） 

 例えばオーストラリアに私住んでいたん

ですけれども、オーストラリアではユニセ

ックスと書いてあるんです。 

（石阪委員長） 

 書いてありますね。 

（佐藤委員） 

 ユニセックスというのもまたちょっと違

って、多目的とか多機能とかだれでもトイ

レというのもちょっと違って、やっぱりオ

ールが一番正しいなと感覚的に思ったんで

すね。一番シンプルだし、そういうトイレ

を小学校に例えば職員室の先生方のトイレ

にオールと名前をつけたときに、子どもは

どういう反応を起こすかというのもまた見

てみたいし、私は足立モデルがすごく好き

なんですけれども、それを足立モデルにし

たいなと思っています。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございました。 

（内藤委員） 

 １点お尋ねしてもいいですか。 

 その前のところで相談窓口は結構多いと

いうお話をされたと思うんですけれども、

どういう窓口のことでしたか。 

（佐藤委員） 

 このセクシャルマイノリティという本に、

多分小学校向けなんだと思うんですけれど
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も、書いているのがすごく堅苦しくて、法

務省のみんなの人権110番とか法務省子ども

の人権110番とか特定非営利活動法人のＳＨ

ＩＰ神奈川とかＮＰＯ法人レインボーコミ

ュニティとか、そんなのがありましたね。

法務省とかに子どもは電話しないじゃない

ですか、まず。だから、あっても困るんじ

ゃないかなと思います。 

（内藤委員） 

 窓口が多いので、例えば足立区の今回の

相談が10件ぐらいしか来ていないのではな

いかとおっしゃったと思うんですけれども、

私見ですけれども、相談窓口は多くていい

かなと私は感じていて、やっぱりいろんな

人が必ずしも冊子を、欲しい人がその冊子

を見ているわけでもないですし、リサーチ

した人がどれぐらいいるか分からないので、

もう目にしたところでここがあるんだと気

づけるだけでもいいかなと。だから、10件

というのは来たな、私は割と来たなという

か、１件も来なくても存在意義がある。そ

ういう話は大賀さんもしていましたよね。 

 だから、いつでも受け入れるよ、話を聞

きますよという姿勢が行政としては大切だ

と思っていて、10件というのは本当に多い

かなと思っているぐらいです。 

 一方、法務省なんかの窓口も来ているか

どうか分からないですし、あれは専門窓口

じゃなくて人権のほうですよね。そういう

のもあっていいのかなとは思います。実際、

この間のヒアリングの中でも会話になった

んですけれども、国のよりそいホットライ

ンなんかは24時間ずっとつながらないよう

な状態で、セクシャルマイノリティ専用ラ

インも数％しかつながらない、信頼されて

いる窓口ですから、あれは。ですから、潜

在的には相談したい人はたくさんいるので、

窓口はいろいろあってもいいかなという気

はしました。 

 ただ、もしかしたらそっちにはちゃんと

来ていないかも。 

（佐藤委員） 

 実は私も賛成で、いろんなところにあっ

たほうがいいと思っていて、でも、前にい

ただいた法連合会のお悩みリスト、あれを

見ると10件ぐらい相談先が見つからなかっ

たという子どもが結構いるんですよ。そう

いう人たちは何で見つからないのと最初は

思っていて、でも、よくいろんな行政の人

とかに聞くと、いや、自分たちはパンフレ

ットを配りましたよ、チラシを掲示しまし

たよと言っているんですよ。私たちは、い

や、でも10件相談できなかったという人が

いるじゃん、実際。じゃその乖離はどこか

ら発生するのと思ったときに、いろんな窓

口があっていいと思っていて、でも、それ

プラス消費者庁がやっているように、「い

やや」という番号に統一することも必要な

のかなと、ちょっと両方必要かなと思いま

したね。 

（内藤委員） 

 だから、そういう具体的な多分やり方も

一つだと思いますし、あと、やっぱりそも

そも相談するということ自体が、相談窓口

を用意すれば来る、見つければ来るかとい

うとそういう問題では多分なくて、社会的

にこれが相談していい悩みなんだというふ

うにその人が認識することによって、よう

やく窓口がそこにあるという情報とつなが

っていくと。こういうことを言っても笑わ

れないということにつながると思うので、

ここまでの話につながるんですけれども、

やっぱり社会的にそういういじめや差別は

駄目よというルールができてきて、こうい

う自分の悩みは相談していいことなんだと

思えてようやく窓口に行ける。 
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 だから、足立区のこの10件はすごいと思

ったんですよね。この人たちが相談しても

いいと思ったということだと思うので、も

ちろん多分窓口も信頼できる形で見えたと

いうふうに思うので、すみません、話が長

くなってしまって。私たちもやっぱり誰か

に相談するといったときは、顔の見えない

窓口というと相談しにくくて、誰がいるの

か、どう解決してくれるかなというのがす

ぐ頭に思い浮かぶと思うんですよ。あと、

友人に相談するときも誰でもいいわけじゃ

なくて、あの人ならと思うと思うんですね。 

 だから、やっぱりちゃんと受け止められ

るということがあらかじめ分かる、そして、

社会的にもそれが相談してもいいマターな

んだと理解されるといういろんな条件が重

なると使われていくのかなと思うので、多

分今乖離があるのは、そこが埋まらないま

まなのかなという感じがしています。 

（佐藤委員） 

 よく分かります。 

（石阪委員長） 

 そうですね。相談までのハードルが高い

ですね、まだ。 

（内藤委員） 

 そうですね。どうしても相談はしにくい

と思いますけれども、どう埋めていけるか

なと。 

（石阪委員長） 

 そこがまず１つですね。ハードルを下げ

るということが皆さんおっしゃったことな

んですね。だから、トイレの話もしかり。 

 それともう１点は、やっぱり窓口は今た

くさんあると。ただ、それがばらばらで、

それぞれどうしていいか分からないという

声もあるので、１つは入り口を一本化して、

そこから分かるようにするというのもやり

方ですし、あとは…… 

（佐藤委員） 

 こども庁ができるんだから。 

（石阪委員長） 

 そうそう。そういうところに一元化する

とか、それとあと、役所がこういったこと

をやるというのは私も意義があると思って

いて、これ実質的には委託業務ですけれど

も、足立区がやっているというこのところ

は比較的大きいのかなと。信頼性とかそう

いう意味で。ありがとうございます。 

 田口さん、いかがでしょう。 

（田口委員） 

 今回いろいろ聞いてきて、やはり私自身

に小学生の子どもがいるので、このヒアリ

ングとかでも１番の子どもの性自認や子ど

も自身とか学校とかの教育とかがどうして

も気になってしまうんですけれども、それ

についてこれからどんどん学校や先生方へ

の話も進んでいくと思うんですけれども、

そこで思ったのが、大人や民間に向けては

ＬＧＢＴ、セクシャルマイノリティという

ところをもう理解しているんですけれども、

中学生はちょっと分からないんですけれど

も、小学生へのアプローチというか、これ

からどんどんカリキュラムとかも決まって

いく中で、私個人としてはＬＧＢＴだよ、

セクシャルマイノリティだよ、このことを

勉強するよともうプラカードを持つみたい

に、そんなことじゃないと思うんですけれ

ども、するのではなく、自然にというか。 

（石阪委員長） 

 違いを認め合うみたいなことですね、ま

ずは。 

（田口委員） 

 そうです。当事者であっても、当事者じ

ゃない子も理解を深めるカリキュラムをす

ごい組んでいってほしいなと思って。 

（石阪委員長） 
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 要するにマイノリティの権利だとか理解

というところにフォーカスするのではなく

て、もっと一人一人の違いを認めたりとか

許容したりという社会にしていこうという

ところで、事例をいろいろ挙げながら一歩

一歩階段を上がっていってほしいと、そん

な感じですかね。 

（田口委員） 

 ですね。 

（石阪委員長） 

 だから、恐らくこれは教育プログラム、

これは１年生向けの教材なんていうのは恐

らくそのあたりからスタートしているんだ

と思うんですね。 

（田口委員） 

 １年生向けの教材もまた中学校では男女

相互の理解と協力に基づくと書いているん

ですけれども、この「しょう太くんとあや

ちゃん どうしたらいいかな」以外にまた

高学年向けではどんなのがあるのかなと。 

（石阪委員長） 

 そうですね。その発達段階に応じた。 

（田口委員） 

 そうです。もう高学年になるとインター

ネットも使い出すし、学校でパソコンの授

業もあります。 

（石阪委員長） 

 がらっと変わりますよね、取り巻く環境

が。 

（田口委員） 

 小説だって文字のものを読み出すような

時期にどういうアプローチをするのかなと

かいうことがすごい気になったりとか、あ

と、個人的なことなんですけれども、今年

の夏にすごい印象的な出来事があって、今

年の夏は小学校がコロナ禍で、去年はゼロ

だったプールの授業が今年は数回やります

という通達が来たんですね。 

 でも、子どもは大きくなるので、その指

定の水着を買っていたらもったいないので、

学校から今年は特別に指定の水着じゃなく

ていいですよと─縫いつけなきゃいけな

いんですけれども─という連絡が来たん

ですね。 

 そうしたら、じゃあちょっと指定の水着

は、男子は一分丈か二分丈ぐらいのぴたっ

とした紺色のものなんですけれども、家で

真っ黒だったんですけれども、膝上まであ

る水着があったので、それを持たせたんで

すよ。そして、何回か履いて帰ってきたら、

「俺、この水着で入れてよかった」みたい

な感じで、「あれはちょっと短いから嫌だ

ったんだよね」みたいな感じで言っていて、

「周りはみんなどんなのを着ていたの」と

言ったら、「誰々はちょっとぶかっとした

やつだったよ」とか「誰々はすごい格好い

いやつだったよ」とか、「女の子はこんな

ので、ここまであるやつの子もいたよ」み

たいな感じで、別に彼はセクシャルマイノ

リティとかそういうことを話そうとしたん

じゃないんですけれども、すごい今年はよ

かったなみたいな感じで帰ってきたことが

あって、何かそこでちょっとつながるもの

があるのかなと思って。 

（石阪委員長） 

 今のお話も結構さっきの話につながるん

ですけれども、例えば水着もそうですし、

それからあと、体操服とか、それからあと

は制服ですね。こういったものも恐らく区

としてまだ調査をしていないですね。例え

ば違和感があるとか着たくないとか、多分

そういうことはあるんじゃないかと思うん

ですね。体操服も今は、男女で一緒なんで

すかね。おそらく、大体一緒でしょう。膝

上ぐらいまであるズボンですけれども、昔

は違いましたね、男性と女性で。 
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（田中孝子委員） 

 私世代は違いました。 

（石阪委員長） 

 違いましたよね。だから、今は一緒にな

ってきましたけれども、水着も…… 

（田中孝子委員） 

 水着は昨年はなかったのが今年から上に

ラッシュガードを着用のことというので、

どういう目的かまでは書いていなかったん

ですけれども、今年から購入するようにと

いうのがありました。 

（石阪委員長） 

 そうですよね。水着というのは恐らく一

番男女の性的な差が出る部分だと思うんで

すけれども、例えばラッシュガードを着た

いという人もいるでしょうし、それから、

もっと長い水着を着たいという人も多分い

ると思う。 

（山下委員） 

 うちはおととしからボックスタイプにな

りました。選べるように。それまではずっ

とビキニタイプというんですか、普通のス

クール水着だったんですけれども、おとと

しから副校長がちょっと変わった時期で、

その副校長がこれではまずいというので、

ボックスタイプも選べるように両方。それ

が強制ではなく、どちらでもいいですよと。

今まで持っている在校生の子はビキニのタ

イプなんですけれども、また高学年になっ

ていくといろいろ体格も変わってきたりす

るので、ボックスタイプも買えますよとい

うふうな選択肢を。 

（石阪委員長） 

 でも、恐らく今の学校でいうと数年前と

いうことですか。２年前。 

（山下委員） 

 ２年前ですね。 

（石阪委員長） 

 ですから、恐らくまだ…… 

（田中孝子委員） 

 うちはもっと前でしたね。 

（石阪委員長） 

 足立区はまだ全部そこまで行っていない

ですね、多分。１種類というところが多い

んじゃない。 

（田中孝子委員） 

 今大学２年生の長女が中学１年生のとき

からもう既に女子は、上はもちろんこうな

んですけれども、下だけ見ると男子みたい

なパンツタイプでつながってはいるんです

けれども、割と膝の上辺りまである。 

（石阪委員長） 

 でも、体操服は一緒ですか。 

（山下委員） 

 体操服は一緒なんですけれども、これは

私からちょっと提言したんですけれども、

やっぱり女子は女子で体型が高学年になる

と変わってくるので、マラソン大会とか持

久走大会とか運動会とかを見ていても、な

かなか買い切れないじゃないですか。サイ

ズアップしても無理やり着ちゃうというの

があるので、ぴちっとしちゃうんですよ。

体型がそのまま出てしまうので、これはち

ょっとまずいんじゃないかなというのを思

い、強制的に学校のほうから手紙を出して

もらって、下着を着せるように、男女。女

子だけではなく、汗を吸い取るという意味

合いを含めて、そのまま脱いで普通の私服

というか洋服を着ちゃうと風邪を引いたり

だとか冷えたりとかするのもあるので、下

着を絶対着させるようにという手紙を配布

してもらっています。 

（石阪委員長） 

 じゃあ、今は下着を男女ともに着てとい

うことですね。これはちなみに学校側から

ではなくて、みんな保護者サイドからの発
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信で大体変わっていくケースが多いんでし

ょうか。 

（山下委員） 

 一応私がこれはおかしいんじゃないのか

なというのは…… 

（石阪委員長） 

 普通は学校側、たとえば先生方の会議の

中でこれはちょっとこういうふうにしたほ

うがいいんじゃないかという意見が出てき

てもいいと思うんですが、今のお話を聞い

ていると、何か皆さん保護者のほうからい

ろいろこれはおかしいんじゃないかという

意見が出てきて初めて変わっていくような

ところもあるので。 

（山下委員） 

 立場上そういう保護者さんとかお母さん

たちにもこれはどうなっているのという窓

口になることが多いので、こういう意見が

ちょっと多数多いんだけれどもというので

私が学校に持ちかけてというので、やって

もらうパターンが多いですよね。 

（田中孝子委員） 

 それもありますし、誰か保護者がそうい

うことを学校に言ってきた。これは保護者

代表を呼ぼうというとで私が呼ばれて、こ

ういうのがあったんだけれども、どう思う

みたいな。そういうことが可能であればそ

うしていただきたいですね。 

 ただ、やっぱり発信するのは勇気が要る

じゃないですか。 

（石阪委員長） 

 大変ですよ。保護者のほうから学校側に

言うのは相当なハードルですから。 

（田中孝子委員） 

 こういう何かがあって呼ばれたときをき

っかけに、こうしたほうがいいんじゃない

ですかとか、こういう声が届いていますと

いうことはお伝えすることがあり、改善さ

れていったりすることはありますね。 

（石阪委員長） 

 そう考えると、やはり区として各学校に

一回調査をしたほうがいいのかもしれない

ですね。そのあたりをどのようにお考えか

ということと、もし１種類しかないものを

全てが着ているというような状況であれば、

こういった多様性の問題もあるので、配慮

をするべきだというような通達は出ている

かもしれない、ひょっとしたら。 

（田中孝子委員） 

 あと、感じたことは、私は上の子と３人

同じ中学校に行っているんですけれども、

校長先生が４人目かな。そうすると、やっ

ぱりその校長先生、トップが変われば変わ

るというのは本当なんだなと。 

（山下委員） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 もう学校側のかなり裁量が大きいんです

ね、そうすると。 

（田中孝子委員） 

 そうですね。 

（内藤委員） 

 足立区では、今水着や体操服の話が出ま

したけれども、公立の小中学校に対して統

一的なこういうのを提示して買ってもらっ

てくださいとか選んでもらってくださいと

いうのは出していない、各校の裁量ですか。 

（松本課長） 

 各学校で違います。 

（内藤委員） 

 今のようなＰＴＡさんからのご要望があ

って対応したというときには、何ら区に報

告もなし。それはやるので、もう勝手にや

ってもらっている状態ということですか。 

（松本課長） 

 一件一件吸い上げはしていないと思うん
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ですけれども、ちょっとそこは教育委員会

に確認を取ってみます。制服なんかは各校

で判断して、問屋さんというのは聞いてい

ますけれども、体操服なんかも同じではな

いかなと。 

（田中孝子委員） 

 かばんなんかもそうだと思います。スク

ールバッグ。 

（石阪委員長） 

 スクールバッグも男女で違うんですか。 

（田中孝子委員） 

 男女一緒ですが、今年度から変わりまし

た。昨年度の秋ぐらいから動き出して、縦

型にしようと。横型のリュックだったんで

すが、それを教科書が入れづらいとかいろ

いろな、それこそ校長が変わって、今の高

１になった子たちの生徒会を中心に、保護

者、ＰＴＡも何人か入れてこういうふうな

のがいいんだということで。 

（石阪委員長） 

 ちなみにバッグというのは学校指定のも

のなんですね。 

（田中孝子委員） 

 指定です。 

（石阪委員長） 

 あとは学校が特定されるのも避けるので、

今は名札とか、それから、校章というのは

なるべく入れないようなものが増えていま

すよね。 

（田中孝子委員） 

 そうだと思います。 

（内藤委員） 

 山下さんは小Ｐ連ですよね。多分、山下

さんの学校でのさっき取組のお話をされた

と思うんですけれども、小Ｐ連としても同

じような各校そういうニーズがあって、小

Ｐ連として区のほうに出しているというこ

とはないですか。足立区小Ｐ連でも要望は

出すタイミングがありますよね。 

（山下委員） 

 やっていないですね。そもそもというか、

私はここに参加させていただいているんで

すけれども、ＬＧＢＴの話を私が持ってい

くだけで、そこで議論じゃないですけれど

も、話になることというのはやっぱり区の

方がパンフレットを持ってきていただいて、

こういうのがありますというだけで終わっ

ちゃうんですよね。次の議題があるので。

そのテーマがその話で、おたくの学校はど

うなの、小学校はこういうことをしている

のという話はないですね。 

（内藤委員） 

 では、１年間に１回統一的な要望を出す

タイミングというのは、足立区小Ｐ連や足

立区中Ｐ連にあるわけではない。 

（田中孝子委員） 

 中Ｐ連にはないですけれども、中Ｐ連に

都のほうに行くのを募集する期間は先月あ

りました。 

（山下委員） 

 コロナのときは、やっぱり二、三年何も

できなかったじゃないですか。卒業式もな

しとか保護者もなしとか。保護者１名だと

か２名だとかなしだとかというのも、さす

がにそれはというので、保護者を１名ない

し２名入れてくれというような要望は、小

Ｐ連のほうから区へ上げたことはあります。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。各校のいい取組

がどれぐらいこの区全体に広がる仕組みに

なっているのかちょっと知りたかったので。 

（石阪委員長） 

 恐らくその辺が各学校で止まっちゃって

いるんですよね。 

（内藤委員） 

 ちょっと私、自分の話で恐縮なんですけ
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れども、私は中野区民で、中野区小Ｐ連は、

私も小学校、中学校に子どもが行って、小

Ｐ連、中Ｐ連があって、そこは統一的に年

間１回、統一要求というか、要求を各校か

らまとめて、各校ＰＴＡからまとめて結構

膨大なものをネットに出していますけれど

も、出して区から回答いただくというタイ

ミングがあって、そういう中に結構トイレ

のことはぽつぽつ入っています。各校から

出てきてというのは…… 

（山下委員） 

 でも、小Ｐ連は個々のほうに、区のほう

に何か訴えたいことがあれば区のほうに言

ってくださいみたいな、そういうのは来ま

す。それをまとめてというのはないですね。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 田口さん、よろしいですかね、それで。 

（田口委員） 

 大丈夫です。でも、今初めて足立区立の

公立の小学校ですら、私も今まで水着は一

律で決まっていると思っていたんですね。

全員男子は一分丈の半パンを履いて、女子

は選べない、１種類のもの。うちは１種類

だけなので。 

（山下委員） 

 今年はいろんなものが選べました。数回

しかないので、お家にある水着で、ビキニ

でもいいです。でも、ゼッケンはつけてく

ださいと。何でもいいですよ。わざわざ買

わなくていいですよと。 

（石阪委員長） 

 本来は多様なものから選べるという形が

一番いいと思うんですけれども、確かに１

つしかないと、それを強要されて困る子ど

もたちは絶対出てくるので、そのあたりの

配慮というのは今後必要になってくると思

うんですね。 

（山下委員） 

 いろいろ学校指定になると、上履きもそ

うですし。 

（石阪委員長） 

 上履きも１種類ですよね、基本は。 

（山下委員） 

 そうです。学校指定のものになると、意

外に高いんですよね、スクール上履きは

2,000円とか2,000円以上してしまうので。

中学に上がると体育館履きと上履きという

のが別にできるんですけれども、小学生は

それができないので。安いバレエシューズ

だと廊下とかはいいんですけれども、体育

館は別に準備しなきゃいけないということ

で、うちの校長にも言ったんですけれども、

それ２つ準備させなきゃいけない、費用も

かかると。だったら今のままどっちも行け

たほうがいいだろうというので、今のまま

に。 

（石阪委員長） 

 上履きと普通の教室用とで違うんですね。

（田中孝子委員） 

 中学校は外履きと上履きだけです。ただ、

今１足制の学校が結構増えているというこ

とを聞いて、足立区は多分まだないと思う

んですけれども。 

（内藤委員） 

 中野区は１足履き。 

（田中孝子委員） 

 この間、ニュースで見ました。うちの高

校生のところが、行ったら上履きを買うん

だろうなと思ったら１足制でした。私はそ

れこそ１足制というのは全然想像もしてい

なかったので、絶対学校は玄関で、昇降口

で上履きに変えると思って。 

（山下委員） 

 下駄箱がないんですか。 

（田中孝子委員） 
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 下駄箱は高校はないです。ちょっとびっ

くりしました。でも、人数が多いから下駄

箱を作るところがないのかなと思って。ち

ょっと脱線しましたけれども。 

（石阪委員長） 

 はい。どうぞ。ありがとうございます。 

（田口委員） 

 すみません。戻ると当事者もそうじゃな

い人もちょっと嫌だなと思っているところ

は改善できるようなこと、それがもっとお

互いに意識できるようなカリキュラムがで

きればいいなと思っております。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 亀田さん、いかがでしょうか。 

（亀田委員） 

 今回、貴重なお話をお伺いして、まず子

どもたちに女の子らしさとか男らしさとか、

そういう事を全然意識しないで自由に自分

らしく生きていけるように、小さい頃から

の教育は必要だなと思ったのが１つと、あ

とはさきほどのトイレのお話ですけれども、

自分に置き換えてみると、会社のトイレも

多機能トイレはあるのですけれども、多機

能化し過ぎていて使いづらいというご意見

もありましたが、お話に聞いたようなトイ

レはうちにはありませんでした。 

 さらに、私のフロアには300人か500人ぐ

らいいると思いますが、そのビル全体には

多分4,000人ほどいると思うのですけれども

お話にうかがった様なトイレはありません

し、また、他企業に行ってもそういったト

イレは見たことがなくて、一体お話に聞い

たトイレはどこにあるのだろうと逆に思い

ました。 

（石阪委員長） 

 そういう意味では一般企業やそういった

ところもそういうトイレがないということ

ですね、ほとんど。 

（亀田委員） 

 だから、多分何かそういう通達というか、

１つ何か始まれば今回のＳＤＧｓとかもそ

うですけれども、一気に広まると思います

が、今自分の身近ではその様なトイレはあ

りません。 

（石阪委員長） 

 恐らく皆さん、そういった性自認が違う

とか、そういう方はどちらかを自分で決め

て利用されているということですかね、そ

うすると。 

（佐藤委員） 

 ちょっといいですか。 

 ＵＳＪもディズニーランドも実はそうい

うのがないんですよ、いまだに。あってし

かるべき二大巨頭がないというのが１つあ

って、結局オールと書いたそれだけの文字

のトイレがあればいいのに、多機能と言わ

れた瞬間から敬遠する人も出てくるから、

やっぱりおっしゃるとおりでオールが一番

いいんじゃないかなと思いますね。 

（石阪委員長） 

 そうですね。だから、先ほども言ったよ

うに民間企業への啓発ということも併せて

やっていくということと、まずは官ですね。

公立、簡単に言うと役所のほうからスター

トするということで、民間へも普及してい

くということが必要なのかなと。 

 それでは、行きましょう。今先ほど学校

の話がありましたけれども、いかがでした

でしょうか。 

（山下委員） 

 そうですね。小学校では違う話をちょっ

とまとめていたんですけれども、「何々

君」、「何々ちゃん」というのが、出席番

号が全部男女一緒になったというのもあり

まして、もう共通で何々さんと呼ばすよう
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にしているんですね。 

（石阪委員長） 

 「君」とか「ちゃん」言わずに全部「さ

ん」で統一すると。 

（山下委員） 

 そうです。全部「さん」で、男の子も女

の子も関係なしで「さん」と呼ぶようにし

ているみたいで、学校が終わってから遊ぶ

ときには「何々ちゃん」とか呼び捨てとか、

そういうのはしているらしいんですけれど

も、学校では「何々さん」というふうに統

一しているみたいなんですよね。 

 やっぱり性自認、男子だと小学校入学前

で自認する子が多いというのがあるじゃな

いですか。やっぱり小さい子ほど何か周り

と違うのかなと思っていても、周りの子た

ちというのはそれが分からず、何かすごい

女の子っぽいだの男の子っぽいだの、言葉

は素直に出てしまうと思うんですね。家で

も私も娘２人いるんですけれども、お姉ち

ゃんなのに、女の子なのにという言葉を使

ってしまうんですよ。 

 ただ、またそこで口答えじゃないけれど

も、女の子らしさって何とかそういうのが、

だから、私も女の子はこういうことをする

んじゃないというようなことを言ってしま

うというのもあって。だから、性の教育と

いうんですかね、そういうのも男の子が小

学校に入る前から自分はちょっと違うのか

なというふうに思うところから、幼稚園と

かそれぐらいの頃から先ほどのお話じゃな

いですけれども、絵本とかもうちょっと増

やして、こういうのはおかしいことじゃな

いんだよということを、もっと早めにして

あげたほうが。そうはいってもやっぱり体

の仕組みは男女で違うと思うので、その違

いというのも早めに分かってあげないと、

男の子だったらまだ分からない子だったら、

何で女子トイレに小さい箱があるのとか、

そういう疑問が出てきてしまう。分からず

開けてしまったりとか、そういういたずら

は結構小学校で、私の小さい頃はあったり

したんですよね。 

（石阪委員長） 

 昔は例えば高学年でやる性教育は男女分

かれてやっていませんでしたか。 

（山下委員） 

 分かれてやっていました。 

（石阪委員長） 

 特に女子だけ特別にやるというような…

… 

（山下委員） 

 移動教室に行くちょっと前にというのが

あったので、それも男女別にする必要も。 

（石阪委員長） 

 今はどうなっているんですかね、現状。 

（山下委員） 

 男女別です。 

（石阪委員長） 

 やっぱり別にやっているんですか。 

（山下委員） 

 はい。それも男女別じゃないほうがいい

のかなと。さっきのトイレの話もそうです

けれども、そもそも分けているからそうい

う問題があるのかなと。先ほど佐藤さんが

おっしゃったように全部をオールにしてし

まったほうがジェンダーレスでない方とか

いろんなＬＧＢＴじゃない方も入りやすい

と。多目的となっちゃうとやっぱりちょっ

と引いちゃうんですよね。空いているけれ

ども、入れないかなというようなのがちょ

っとあったりだとか、周りの人の目線とい

うんですか、何か偏見を持たれるんじゃな

いかとか、そういうのも何か感じるのかな

というのをちょっと思ったんですよね。多

目的とかそういうふうに書いてあって、そ
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こに入らざるを得なくなっちゃうと、やっ

ぱりそういう入りづらい現状があるのかな

とちょっと思ったりもしました。 

（石阪委員長） 

 まず、最初の小学校入学前というのは、

これは前回も言っていたんですけれども、

男の子のほうが圧倒的に早いんですね、気

づくのが。これはやっぱり周りからからか

われたりとか言われて自覚するというケー

スが多いと言っていましたね。人と違うと

いうことをからかうんですね。 

（山下委員） 

 やっぱりままごととかスカートを履いた

りだとかメイクに興味があって。 

（石阪委員長） 

 それで、いじめられて、あれ、自分はち

ょっと違うんじゃないかということに気づ

くと。だから、早いというようなことを前

回ちょっと言われていたような気もしたの

で。 

（山下委員） 

 だから、そういうのがやっぱりおかしい

ことじゃないんだよということを。 

（石阪委員長） 

 それと、あとは保護者向けのこういった

例えば性教育であったり多様性の教育とい

うのも回数が恐らくそこまでなかったんじ

ゃないかな。あまり機会がなくて、何か親

向けの様々な講演会というのも道徳の地区

公開講座、この中で一部取り上げていると

いうことですから、恐らく年に１回あるか

ないかというぐらい、場合によってはない

のかな。これ道徳の一環としてやるという

ことは、いわゆる性に関することとか多様

性に関すること…… 

（山下委員） 

 高学年になってそういうことを学んで。 

（石阪委員長） 

 親が学ぶ機会はあまりないということで

すね。 

（山下委員） 

 ないですね。 

（石阪委員長） 

 いわゆるＰＴＡ向けとか保護者向けの学

校でやる講演会とかないですよね、あまり

そういう機会も。 

（山下委員） 

 親からはやっぱりそういうのは教えるじ

ゃないですか。女性は生理が来たらそのタ

イミングで教えてあげるとかそういう、男

の子はちょっとどの段階かというのが分か

らないですけれども。体が違うから男性だ

ったらこういうのがあって、女性ならこう

いうのがあってというのを…… 

（石阪委員長） 

 それぞれ一緒に聞くということですね。

全員で性教育を子どもたちが受ける場とい

うのは恐らくないとすると、発達段階や内

容によってではありますが、男女一緒に受

ける性教育もあっていいのではないかと思

います。これは先生方にもいろいろと考え

や思いもあるかもしれませんが。 

（山下委員） 

 だから、女性もそのほうが女性生理休暇

というんですか、そういうのも取りやすく

なってくるんじゃないのかなとちょっと思

いました。 

（石阪委員長） 

 そうですね。男性のほうの理解も得られ

ます。この辺は、実態はまだ分からないで

すよね。どうでしょう。 

（松本課長） 

 それも各校で違うと思います。 

（石阪委員長） 

 違うんですよね。このあたりがやっぱり

まだちょっと調べてみないと何とも言えな
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いんですけれども。 

（松本課長） 

 しかも、低学年からというところはほと

んどないかなとは思います。 

（石阪委員長） 

 それは一致していると思うんですよね。

ただ、高学年からスタートする性教育で一

緒にやっているところを僕はあまり聞かな

いので。 

（田中孝子委員） 

 中学校はちょっと来月、次回までに確認

してきます。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。だから、そのあ

たりで例えば皆さんの意見として、やっぱ

り一緒にやったほうが互いの違いあるいは

自分自身の問題として考えられる機会が増

すので、こういう点で非常に有効ではない

かという意見が出たということはお伝えし

たいと思います。 

（内藤委員） 

 あと、今未就学の対象の教育というか啓

発は大切というお話で、先生が保護者向け

とおっしゃったんですけれども、この足立

区さんのご用意された最後の今後の方針の

ポツ１つ目に地域団体向けの出前講座とか

書いてありますが、ＬＧＢＴに関する講座

でＰＴＡとかにもやったことはなかったで

したか。何かちらっとどこかで聞いたこと

がある。 

（田中孝子委員） 

 青少年課が主催のＬＧＢＴ研修会が９月、

10月にありました。 

（内藤委員） 

 今年の。 

（田中孝子委員） 

 そうです。私、10月かな、９月かな、参

加する機会があったので、そちらに参加し

て、その際の講師の方に早いお子さんです

と、幼児期、幼稚園児のときにというのを

お聞きして、そう言えば何かそういうのを

見ているかな、男の子がおままごと、女の

子が戦いごっこみたいな。うちの子たちと

同世代の子たちでいたなというのを感じて、

でも、ちょっとまだ自分の中ではそういう

理解も認識も全然薄かったので、今後こう

いう場にも参加することができているので、

もう少しそういうことを深めなければいけ

ないなと思いました。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。それは、青少年

課というのは区ですか。 

（田中孝子委員） 

 足立区の。 

（内藤委員） 

 対象は。 

（田中孝子委員） 

 ＰＴＡ会長となっていました。 

（内藤委員） 

 じゃあ各校のＰＴＡ会長が…… 

（山下委員） 

 ただ、会長に限らず二、三名という感じ

で。 

（松本課長） 

 青少年課からは、うちのほうに直接依頼

等はなくて、向こうの予算でやっていて、

うちに声がかかったのは青少年委員さんた

ちの講座というか、そういうのは私が行っ

て話したというのは、そういうことはやっ

ています。 

（内藤委員） 

 そのときの先生は分かりますか。 

（田中孝子委員） 

ＬＧＢＴ法連合会事務局長、神谷悠一さ

んとなっていますね。 

（内藤委員） 
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 すばらしい。それは教育委員会のほうで

はないんですね。 

（松本課長） 

 教育委員会です。 

（田中孝子委員） 

 そうですね。教育委員会青少年課ですね。 

（石阪委員長） 

 それは要するに一部ですよね。全員が聞

けない。 

（田中孝子委員） 

 全員ではないですね。 

（内藤委員） 

 ＰＴＡの本部がみんな…… 

（石阪委員長） 

 一応来られて、だから、そこから先なん

ですよね。それが各学校でうまくそういっ

たさっきの意見みたいな形で集約できると

面白いですよね。こういう試みがあって…

… 

（田中孝子委員） 

 プロジェクターでやられたものを冊子で

はもらったので、それは本部のほうに持ち

帰って見られる人は見てという感じはしま

した。 

（石阪委員長） 

 でも、数年に１回そういう試みがあれば

ローテーションしていくわけですから、委

員の方というのは。 

（内藤委員） 

 あるいは今オンラインで結構見られたり

…… 

（石阪委員長） 

 本当はそういうのがあると。 

（内藤委員） 

 皆さんはリアルに行かれているかもしれ

ないけれども、それ各ＰＴＡが見られるよ

うな形に…… 

（石阪委員長） 

 そうですね。上げておいてもらえば誰で

も見られるというか、ＰＴＡに入って。 

（内藤委員） 

 共有が楽ですよね。 

（石阪委員長） 

 そういった試みは必要ですよね、確かに。 

（田中孝子委員） 

 持ち帰りたいと思います。 

（石阪委員長） 

 よろしいですか。田中さん、どうですか。

いいですか。 

（田中孝子委員） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 お待たせしました。小川さん、最後にな

りましたけれども。 

（小川委員） 

 現役の子育て中の皆さんからのたくさん

の意見で大変参考になりましたけれども、

私はやっぱり一番頭に残るというか考え方

のらしさというのを、今ともすると、らし

さを「だから、いけない、いけない」と排

除しますけれども、やはりすごく大事な部

分だと思うんですよね。それを並行して伸

ばしながら、なおかつというやり方は何が

いいんだろうかといったときに、やはり佐

藤さんがおっしゃるようなオール、全ての

人がどこの分野にいても、例えば課外活動

に出る前の女の子だけの性教育とかこうい

うのがありましたけれども、私、長女のと

きに一緒に聞いたことがあるんですよね、

体育館で。私が役員をやっていたからかな、

それとも、でも、全部のお母さん方が見え

ていなかったから、何か特別にそこにいた

のかなと、そんな曖昧な記憶なんですけれ

ども、こういうのもやはり親もちょっと改

めて、今はネットで調べたり、いろいろ先

生方も努力なさって説明してくださるから、



24 

子どもたちも情報として豊富なんですけれ

ども、私たちの頃は私自身も子どもと同等

ぐらいの知識しか本当になくて、それを目

の前でプロジェクターを使ったりして説明

を受けたり、知識を入れていただいて真剣

に聞いたりした覚えもあったんですけれど

も、やはり何を聞くのであっても、いろん

な人を認めるということだから、みんなで

聞いたりみんなで知ったり、そうすること

によってらしさも大事になってくるし、自

分じゃないほかの人の全てを大事にする思

いやりというのが並行して育っていくのか

なと。 

 私の中では、やはりらしさも大事だし、

まして若い女の子たちに「誰でもいいから

結婚なんて勢いだからしちゃいな、早く」

なんてよく笑いごとのようにして言うんで

すよね。それで、子どもを産んで初めて全

然知らない世界に子どもとともに歩み出し

て、その中で何が得られるかといったら、

自分以外に一番大事なものが子どもとして

授かるわけですよね。その大事なものを守

るために何をするかといったら、やはり思

いやり、もちろん旦那様にも周りの人全部

にも我が子を大事にしてもらうため、他人

様ももっと大事にしてあげればそれが跳ね

返ってくるわけですよね。 

 だから、こういう放射線状の人との関わ

り合い方というのは、すごくこれからます

ますネットで何でも得られて、何でもオー

ケーよなんて、それはそれでいいんですけ

れども、そういう淡白なことじゃなくて、

もっと大事な、さっきの「いやや」の例じ

ゃないんですけれども、相談したくてもで

きないと、こういう状況のときに周りのそ

ういう大きな放射線状の思いやりとか、こ

の人なら安心、ここなら大丈夫というよう

な、そういうほっとした場所や心がお互い

に保てるような人間形成ができる社会にし

ていけば、もっと全てオールで含まれて。 

（石阪委員長） 

 そうですね。そういう意味では、やっぱ

りみんなでという考え方を普及させていく

と。 

（小川委員） 

 だから、自分だけじゃなくて相手の環境

も知ってあげる、理解してあげるというこ

とがすごく大事かなと私は常に思っており

ます。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 片野さん、いかがでしょうか。 

（片野副委員長） 

 ほとんど皆さんにおっしゃっていただい

た感じなんですけれども、まず、今のらし

さというのは自分らしさということになっ

てくると私は考えているんですね。それは

男女関係なく自分らしい。トイレの話につ

きましては、65％の当事者の方が使いづら

いと。何かしら問題を抱えていらっしゃる。

その中の32％が多目的のトイレは使いづら

いと答えていらっしゃる。 

 私はずっと謎だったんですけれども、何

でトイレを１つずつにしないのかとずっと

謎だったんです。だから、男女と分けない

で、もう１つずつ並んでいればどっちも入

れるじゃないですか。 

（石阪委員長） 

 要するに誰でも使えるトイレが１つがば

ーっといっぱい並んでいて。 

（片野副委員長） 

 そうそう。もともとトイレが個室で入る

ものなのに、何でまとめて部屋を作らなき

ゃいけないのかとすごい疑問があったんで

すね。オールジェンダーのトイレに対して

も、やっぱりちょっと海外では問題になっ
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ている、考え方が問題になっているという

ことも今出てきたので、よく事例を研究し

ながらやっぱり考えていく必要があるのか

なと思っています。 

 あと、教材に関しては、私もちょっと興

味があって調べたんですけれども、１年生

がしょう太くんとあやちゃんで、「青いラ

ジコンカーとお人形」という教材です。３

年生で「子ども大統領」というのがあって、

要するに女性でもそういうふうになって、

男、女関係ないということですね。「私た

ちの未来」というのが６年生と、「あやち

ゃんのやりたいこと」というのも６年生で、

これが一応内閣府の男女共同参画推進委員

会連携会議で、国・地方のネットワークを

活用した男女共同参画推進事業としてこれ

が取り入れられて、道徳の中でやっている

と思います。 

 先ほどの校長先生からとか、まさに私も

学校現場に入っていまして、それはすごく

思います。前の例えば前任校が足立区じゃ

ない方、副校長とか管理職が来ると、やっ

ぱりそこで変わったりするんですね。先生

の意思で変わっていきます。 

 やはり「さん」づけにすればいいという

わけでもなく、やっぱり根本的に同じ土俵

にただ置けばいいということじゃなくて、

やはり今もう風土的に男女が平等じゃない

社会になってきてしまっているので、それ

にさらされて子どもたちは大きくなってい

るというところ。だから、やっぱりそれを

変えていこうと思ったら、幼児期からそれ

を変えていかなきゃいけないというのはす

ごく感じます。 

 家庭の中からやっぱり、お母さんは洗濯

する人みたいな。何でお母さんが自分のこ

とをやらないんだと言って怒っているわけ

ですよ、子どもが。いやいや、それはお母

さんの仕事じゃないでしょう。あなたのも

のを洗濯してたたむのは、そもそもお母さ

んの仕事じゃないと思うよと。そういうと

ころからやっぱり言っていかなきゃ、でも、

なかなかそこを学校教育でやっているよう

な市は、授業をいろんな学年で見ています

けれども、あまりないですね。 

 だから、そこから変えていって、一応取

組としては男の子も裁縫とかやっています

けれども、それが生活に結びついていない。

だから、もっとお手伝いをする時間が日本

の子どもはすごく少ない、海外に比べて少

ないので、やはり家庭の中の一員である、

家庭社会の中の一員であるというところか

ら平等意識というのと郷土意識が芽生えて

いかないとそこは成り立っていかないので、

やっぱりＰＴＡの方たちにそこを学んでい

ただくことは非常に大きいと思っています。 

 残念ながらコロナで道徳講座とかがなく

なって、公開講座がないんですね。なので、

そこのところで学習する機会がちょっと失

われているかなというふうに思います。こ

のぐらいでしょうかね。 

（石阪委員長） 

 そう考えると、このＬフェスタもそうで

すけれども、動画のような動画配信という

形で。 

（片野副委員長） 

 今、子どもの頃からの性教育は、この先

生は年齢ごとの性教育をすごく大事にされ

ている方なんですね。遠見才希子さんとい

って、よくテレビとかの性教育に出ていら

っしゃる、特集に出てこられる方で、ネッ

トで検索すれば「えんみチャンネル」と自

分でユーチューブのチャンネルもお持ちの

方で、あと、ＴＢＳラジオとか朝日新聞な

んかでも取り上げられた先生です。 

 ですので、年齢ごとの性教育をすごく大
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事にしていらっしゃるので、今私もちょっ

と先生とやり取りをしているので、そのＬ

ＧＢＴのことに関して幼児期にどういうこ

とをしたら親はいいのかということをちょ

っとお話しいただけますかということは今

言ってみようかなと思いました。やはり周

りが受け入れる土壌がないとなかなか厳し

い、システムだけ変えてもなかなかないの

で、やはり私たちが啓発していくというこ

とは非常に、男女の問題に関しましても、

もう女性というのが生物学的な女性だけで

はなくなってきた。なので、男女の基本的

なものが平等でないとＬＧＢＴの平等もな

いんですよね。結局ＬＧＢＴの中でも、マ

イノリティの中でもやっぱり差別が出てし

まうので、そこのところはやはり女性と男

性というのがもう大きく変わってきている

ということをみんなが理解していくところ

というのをやっぱり、これは誰がやるのか

といったら私たち区民がやっていかなくち

ゃいけないことだろうというふうに私は考

えています。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、一通りご意見をいただきまし

たので、一旦ここでちょっと休憩を取りた

いと思います。前の時計で５分ぐらい、52

分ぐらいまでちょっと休憩を取って、その

後、残りの時間は、今度は２つ目のテーマ、

格差の問題に入っていきます。 

 恐らく今日全部終わらないと思いますの

で、残りについては次回、最後になります

けれども、次回のときに少しまた皆さんか

らご意見をいただきたいと思います。 

 それでは、一旦ここで休憩にさせていた

だきます。 

  （休 憩） 

（石阪委員長） 

 れでは、再開させていただきます。 

 次に２つ目のテーマですけれども、こち

らは男女格差の是正に向けた取組ですが、

こちらに入る前に少し先ほどのオールの言

葉ですね。オールトイレ、全てのトイレで

すが、ちょっといろいろ今お話もしていた

んですけれども、今障がい者団体のほうか

らオールにしてしまうと、いろんな人たち

がそれを使ってしまって、自分たちが本当

に使いたいときに、いわゆる多目的トイレ

を使えなくなっているという問題が結構声

として上がっているそうです。例えば女子

高生とかメイクするのもオーケーだし、長

時間寝てしまうとか、そういうようなケー

スも出てくるんじゃないだろうかと。そう

なったときに、やっぱり本当に使いたい方

がトイレを使うという本来の目的ですよね。

こちらの趣旨から場合によっては外れてし

まう可能性もあり得ると。そうなったとき

に、オールというよりはやっぱりオールジ

ェンダーという形にして、多目的トイレは

やっぱりそういう方を優先して使っていた

だくと。その辺のやっぱり難しさというの

はあるというお話もいただいたので、佐藤

さん、どう思われますか。 

（佐藤委員） 

 象徴的なのは、都営地下鉄とメトロはも

う違うんですよ、トイレが。同じ電車なの

にだれでもトイレと多機能トイレかな。そ

のあたりからしてもう混乱していますよね、

大人たちが。だから、どういう呼称であっ

ても私はいいと思っていて、統一さえされ

ていれば、例えば足立の中で実験的にとい

う意味でもやってほしいと思います。 

（石阪委員長） 

 そうですね。誰でもというと、かなり誤

解をされてしまう。本来使いたい人が使え

ないというか、誰でもいいんだみたいな話
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になってくるので、だから、ちょっと名前

も考えないといけないですね。オールジェ

ンダーのほうがいいのかな。その辺は難し

いと思うんですけれども。 

 ですから、これちょっと当局のほうでど

んなネーミングがあるかを調べていただい

て、区としてどのような取組にしていくか

ということはちょっと考えていただく必要

があるかなと思います。 

（佐藤委員） 

 私はもう何でもいいと思っています、本

当に。 

（石阪委員長） 

 むしろ名前としては。 

（佐藤委員） 

 名前として。 

（石阪委員長） 

 トイレについて。どうぞ。 

（内藤委員） 

 前提として、やっぱりさっき片野さんが

ご紹介してくださったように、主にトラン

スジェンダーの人がトイレを使いづらいと

言っているのは、やっぱり自認の性別、今

おっしゃったように性別は生物学的なとか、

戸籍上の性別以外に自認の性別とかが出て

きているわけですけれども、その自認の性

別の施設を利用するということに対して、

社会がなかなか許容しないということが一

番問題なわけです。それに対して使いづら

いというデータが出ている。だから、それ

に対して、その風潮を置いておいてどうに

もしないで、ただそれにあてがうような施

設を作るという話は、若干本末転倒かなと

いう思いがあります。それで、冒頭やっぱ

り差別とか偏見をなくすというルールをま

ず持つべきじゃないかというお話をしたん

ですね。 

 でも、やっぱり実はトイレの利用は職場

のトイレの利用でたくさん今、たくさんで

もないですけれども、訴訟になったりもし

ているように、職場では結構大きな問題で

トイレをどうするか。でも、それは職場で

例えば女性職員の人が生物学的に男性で女

性自認の人と一緒に使うのは嫌だと言った

りしたと会社側は言っているんですけれど

も、それを根拠に判断していったりするわ

けですね。 

 でも、やっぱりそういうふうに言うとい

うこと自体が問題で、何で女性自認の人と

一緒に使いたくないと思うのか、やっぱり

偏見があるわけですよね。それを何とかし

ていくということも併せてトイレ問題のと

きに考えていったらいいんじゃないかなと

いうふうに思います。 

（石阪委員長） 

 難しい問題ですね。これ法的にトイレは

特に規制はないんですかね。国によってあ

るんでしょうか。 

（内藤委員） 

 あるんですよ。 

（石阪委員長） 

 どうなんですかね。 

（内藤委員） 

 職場は男女別にしなくちゃいけない。 

（石阪委員長） 

 いけないと。 

（内藤委員） 

 労働安全衛生法の事務所衛生規則という

のがあって。 

（石阪委員長） 

 何か古い事業所だと一緒とありますよね、

たまに古いところは。 

（内藤委員） 

 実は今、インターネットなどでこれ問題

になっているマターでして、厚労省が一部

緩和をしようと。というのは、男女別のト
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イレを職場では設けなきゃいけないと、基

本的に。そういう法律があるわけですね。

それは労働安全衛生法という衛生のため、

プライバシー確保とか安全衛生のために。

だけれども、今やっぱりトランスジェンダ

ーの問題とかいろいろ、あと、実際は多く

の小さい事業所で１個しかないんですね。

そのように結局違法状態がそのままになっ

ているので、これを誰でも使えるトイレと

してちゃんと認めていこうというのが一つ

の趣旨だったんですけれども、今の法改正

で。 

 だけれども、基本的には男女別のトイレ

は基本は維持すると。ここにも書いてあり

ますが、男、女の二元的な考え方でいいの

かみたいなところもあるので、いろいろ考

えていかなきゃいけない部分ですけれども、

法律上の規制は男女別のトイレというのが

一応まだ基本。ただ、一部それだけではも

う違法状態ばかりなので、一部それを認め

ていこうと追認するような形になろうとい

う動きが今あります。 

 だから、行政のトイレの話ではないんで

すけれども、でも、職員の方にとっては自

分の職場のトイレという視点で区の施設が

ありますし、そういう視点で見ると、例え

ば全部男女関係ないトイレを作ってしまっ

ていいかというと、現状法律ではそうなっ

ていない。 

（石阪委員長） 

 だから、いわゆる個室がいっぱい並んで

いるようなトイレというのは原則駄目なん

ですね。 

（内藤委員） 

 いいえ。今、片野さんのご提案のあった

個室で男女というか。個室でも男性、男性、

男性、女性、女性、女性、共用とかならい

いんです。 

（徳永委員） 

 男性用と女性用に区別するというルール

になっていますね。 

（石阪委員長） 

 区別しなきゃいけないんですね。 

（内藤委員） 

 それ自体が法的にはいかがなものかとい

う考えもあると思うんですけれども、現状

はそういうことです。 

（石阪委員長） 

 もし現状やるとすると、男性用トイレ、

女性用トイレ、オールジェンダートイレみ

たいな３つ作らなきゃいけないわけですね。 

（内藤委員） 

 職場の規制では。 

（石阪委員長） 

 職場の規制では。 

（内藤委員） 

 ただ、小規模のところについては、今こ

れから少しルールは変わっていく。 

（石阪委員長） 

 スペースがないところは、もう皆さんご

存じのとおり１つしかないですね。鍵かか

るトイレが１個だけあって。 

（内藤委員） 

 職場のルールがそうです。 

（佐藤委員） 

 実験的にやるんだったら、学校だけで先

行してやるという手もありますよね。企業

を含めず。 

（石阪委員長） 

 だから、いわゆる公共からスタートしな

いとなかなか難しいかもしれないですね。

役所であったり学校であったりというとこ

ろになると思います。 

（山下委員） 

 １つ思ったんですけれども、学校で全部

男女共用というか、そういうふうにしたら
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今のいじめというのもちょっとなくなるん

じゃないのかなと。女子トイレでよくドラ

マとかでもそうですけれども、女子トイレ

で上から水をかけたりだとかは古いかもし

れないですけれども、そういういじめがあ

ったり、ちょっと呼び出してトイレでとい

うのがあったりするのも、そこに男の子が

入ってみんな一緒の共通のところになれば、

そういうのも減ってくるのかなと。止めに

入ってくれたり何なりというのもあったり

するのかなと。それがちょっと一緒になっ

ちゃうという可能性もありますけれども、

そういうのもあったりするのかなと思った

りもしました。 

（石阪委員長） 

 難しいですね、これは。また教育現場は

ちょっと違いますよね。職場じゃないので、

先生方のトイレとはまた恐らく違うと思う

んですけれども。 

（内藤委員） 

 先生方のトイレは別に設けられているん

ですか。 

（田中孝子委員） 

 中学校は別です。職員室の近くにあると

ころは、生徒は使用禁止になっています。 

（内藤委員） 

 そうなってくると、子ども用のトイレは

そういった労働の規制にはかからないとは

思います。ただ、文科省がまた別途何か出

していれば…… 

（佐藤委員） 

 何か出していましたよ、文科省のもので。

何かこれで見ると、教職員向けの資料なん

ですけれども、今一番困っていることとい

うのがトイレになっていて、トイレのとこ

ろを見ると、教職員トイレを多目的トイレ

にすると書いてある。どういうガイドライ

ンか分からないですよ。 

（石阪委員長） 

 なるほど。教職員トイレを多目的トイレ

にするということですね。 

（内藤委員） 

 それは子どものために。 

（佐藤委員） 

 そうそう。子どものために。 

（内藤委員） 

 何かちょっと職場のルールに関わってき

ますね。 

（石阪委員長） 

 そうですね。 

（内藤委員） 

 ちょっと教育現場と職場というのでルー

ルが違うかもしれないですね。 

（石阪委員長） 

 そうなんですよね。 

（片野副委員長） 

 ちょっといいですか。 

 今ちょっと調べていたら、スウェーデン

はもともと男女共用の個室トイレが以前か

ら基本になっていると書いてある。だから、

もともと男女の分けがない。 

（石阪委員長） 

 誰が使ってもいいトイレですね。 

（片野副委員長） 

 だから、何も書いていないんですね。女

性とか男性とか。それはすごい望ましいな

と。逆に今、そういう悩みを持っている子

どもたちはトイレをどうしているのかなと

私はすごくそれが気になって。トイレを見

て回っていると、あまり生徒が使わないト

イレがあるんですね。例えばあまり私の勤

務先は結構大きい、生徒の人数は少ないけ

れども、学校の部屋はいっぱいあるような

新しい学校なので、そうすると、教室の前

に普通使う教室じゃなくて特別室の前にあ

るトイレはほとんど人が使わないので、そ
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こに行っているらしいということでした。 

（松本課長） 

 区の施設のトイレの改修について１つお

伝えしておくと、学校でしたら学校の建て

替えだとか区の施設の建て替えのタイミン

グでないとなかなか新しいスペースを作っ

たりというのは難しいのが現状です。今、

コロナで予算のほうも施設の建て替えも少

し延ばしたりとかというような現状の中で

は、まずできるところからという形になる

かなと思います。 

（佐藤委員） 

 それで十分だと思います。できるところ

からやればいいと思います。 

（石阪委員長） 

 恐らくそこだと思うんですよね。新たに

トイレを設置するのは予算上厳しいので、

今後例えば改修とか、仮に新設があったと

きにこういった考えを盛り込んでいただく

ということになるかと思います。 

 トイレの問題は多分いろいろそういう法

的な問題もありますし、職場なのか学校な

のかでまた恐らく変わってくると思います

けれども、ただ、今の大きな課題はやっぱ

り男と女、２つしかないトイレを第３のト

イレ、オールジェンダーのような形で設置

するというところは性の多様性ということ

を推進していく上でも必要だということは

恐らく一致していると思いますので、今後、

民間にもこういう形で広まっていただけれ

ばいいかなと思うんですが、もし役場の中

で新設や建て替え、そういった際にそれを

やっていただくというようなところも一つ

提案できるかなと思います。 

 よろしいですかね、トイレについて。ト

イレは長かったですね、今日。皆さんすご

いトイレに対する関心がやっぱりあるなと。

ただ、日本のトイレは独特ですものね。 

 どうぞ。 

（田中孝子委員） 

 先ほど来月までに、次回までに聞いてお

きますといって授業の…… 

（石阪委員長） 

 どうでした。 

（田中孝子委員） 

 別ですと。ダンスとかは一緒にやるけれ

ども、保健体育という分野でいくと、男女

が分かれるということを今確認しました。 

（石阪委員長） 

 いわゆる性教育に関わること。 

（田中孝子委員） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 ということで、今恐らく小学校でも中学

校でもそういうことになっていると思うん

ですが、委員さんの中から性教育というの

は自分とは関係ないという形ではなくて、

様々な性に対して学ぶという点で言えば、

みんなで勉強するというような形でむしろ

自然なのではないかということですね。こ

ちらのほうもちょっと教育委員会は恐らく

教育的な思いというのもあると思うんです

よね。分けることによるメリット、その辺

もちょっと勘案しながら、委員さんからそ

ういう提案があったことをお伝えいただけ

ればと思います。 

 じゃあ、ほかはいいですかね。性の多様

性についてですが。 

 それでは、まだ時間が少しありますので、

２つ目のテーマに行きたいと思うんですが、

こちらは全員というよりはちょっと手挙げ

方式のような形で聞いていきたいと思いま

す。 

 ちなみに前回の話を振り返ると、まず１

つは区の女性管理職の登用についてですが、

こちらについてはかねてから課題である23
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区中、下から２番目という足立区の管理職

登用ですけれども、これを上げるためにど

んな取組をしていけばいいのかという話で

すが、伺っているといろいろされていると

いうことは分かるんですが、しかも、これ

は上がりそうですかね。どうでしょう、来

年。 

（松本課長） 

 どうでしょう。何とも今の時点では。 

（石阪委員長） 

 まだ分からないんですね。 

（松本課長） 

 分からないですね。 

（石阪委員長） 

 もうしばらくすると、多分結果というか

管理職の登用の試験の結果が出るんじゃな

いかと思うんですが。 

（松本課長） 

 すぐに上がる場合、何年か待機して上が

る場合もあるので、すぐに上がるとも言え

ないですね。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 この点がまず１点目ですね、１つ目。こ

れは前回でいうと、橋本人事課長と、それ

から、岩松財政課長。岩松財政課長は管理

職のロールモデルということでお越しいた

だきました。ご自身が管理職になられてか

らのご苦労であったり、特に子育てと仕事

との両立ということが大変であったりとい

うお話ですね。 

 そして、２つ目が区のジェンダー教育、

むしろ教育についてのお話です。これは今

ほぼ多様性のところで皆さんからいろいろ

お話もいただきましたので、まずはちょっ

とこちらの役場のほうの管理職登用、この

問題についてもし皆さんから何かご提言が

あればと思います。女性区長である足立区

が、下から２番目ということですと、女性

の登用や昇進に厳しい足立区ということに

なりかねないということです。もちろん、

順位がすべてということではありませんが、

少なくとも何らかの原因があると思います

ので、このあたりを一つ一つ解消していく

ということも必要なのかもしれません。 

（内藤委員） 

 この今の下から２つ目は育休の運用のと

ころですか。これは法改正も今回あったの

で、必ず子どもが生まれたら育休の制度が

あり、利用するかどうかという形で声かけ

をしていくということが義務づけられたの

で、恐らく地方公務の育児・介護休業法で

も同じように対応していけるのではないか

と思いますので、これへの対応がなされる

という感じですかね。担当課に聞いても分

からないと思うんですけれども。 

（石阪委員長） 

 ちょっと難しいかな。どうでしょうか。 

（松本課長） 

 やっぱり各所属で声かけというか、それ

ぞれ考え方、雰囲気はちょっと各所属では

違うのかなとは思っているところですけれ

ども、多いところは一遍に男性職員２人育

休を取ったりというところにも私はいたこ

とがありますので、本当に様々かなと思い

ます。 

（石阪委員長） 

 あと、これ実は男女の問題ではないんで

すけれども、管理職を目指す意欲が非常に

低いという点も１つこれは大きな問題なの

かなと。そもそも管理職にあまりなりたが

らない職員、つまり管理職に対するいろん

な意味でのインセンティブが非常に少ない

のかなというふうにも思います。例えば管

理職になればもっとこんなことができると

か、こんなすばらしい経験ができるんだと
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いうことがもし共有できていれば、やっぱ

りみんな管理職になりたいと普通は思うわ

けですけれども、単純に負担感が増すとか、

恐らくコストパフォーマンスがよくないと

か、そういうことになってくると、やっぱ

り管理職を忌避する傾向は出てくると思う

んですね。 

 ただ、忙しさでいえば、ここを見ると主

任や係員のほうが残業は多いとなっていま

すけれども、これは管理職が残業がつかな

いからということなんですかね。 

（松本課長） 

 それもありますし、率先してワーク・ラ

イフ・バランスの推進というところでは、

課長が帰らないと皆さん帰りにくいのでは

ないかと。 

（石阪委員長） 

 ですから、今課長は率先してなるべく早

く帰ると。 

（松本課長） 

 管理職になってからやっぱりそういう帰

りやすい雰囲気を作るという意味で、帰ら

れる方はいらっしゃると。 

（石阪委員長） 

 ちなみにやっぱり管理職を目指す若い職

員が減っているというのは事実なんでしょ

うか。 

（松本課長） 

 若い方のほうが逆に意欲があるというこ

とをお聞きしていまして、年々長くなると、

その意識が下がるというような…… 

（石阪委員長） 

 恐らく30代、40代になってくるとその意

欲が下がってくる。そうですね。このあた

りも一つ問題なのかもしれませんし、ただ

一方で、これ女性が低いという、率で言え

ばそういうことになっているので、ここに

何か原因があると思うんですよね、恐らく。 

 だから、１つは育児休業であったりとか

を男性が義務化して、今後はなっていきま

すけれども、これを庁内で徹底するという

ようなことは１つあり得るかもしれません

ね。 

（内藤委員） 

 取得自体が義務というわけじゃなくて、

こういう制度があるということの周知と声

かけですね。ただ掲示するだけじゃなくて、

生まれた人に対して声をかけていかなきゃ

いけないということですよね。 

 それで、じゃあ女性の職員が働きやすい

こととどうつながるかというと、やっぱり

職場で男性職員も育児休業を取っていくと

いうことになると、みんな育児はやってい

くものだよねという雰囲気が職場に出てき

ますから、自らが育児や介護をやりやすく

なるという間接的な、副次的な効果という

のは出てくるんじゃないかなと思います。 

（石阪委員長） 

 あと一点、ロールモデルの発信というこ

とも大事だと思っていて、恐らく岩松さん

をはじめ様々なロールモデルの方はいらっ

しゃると思うんですが、何か職員報みたい

なものはないんですかね。職員がみんな見

る冊子とかリーフレットみたいな。 

（松本課長） 

 掲示板があって、そこにアップされてい

るものは結構皆さん時間があるときに見ま

す。 

（石阪委員長） 

 そこの一面にどかんと写真とプロフィー

ルを載せて、あなたも管理職になろうじゃ

ないですけれども、マネジメントをするこ

とはすばらしいとか、何か自分の仕事がす

ごく管理職になってこういうふうに変わっ

たとか、何らかのＰＲも必要なんじゃない

かなと思うんですよね。何か管理職になる
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とやっぱり謙虚にならなきゃいけない、あ

まり表に出ないということがあるのかもし

れませんけれども、特にロールモデルの発

信というのは、私は、大きいと思っていま

す。これはよく民間でも、シンボリックな

人をばーんと一面に出してＰＲするという

ことはよくやるんですよね。そうすると、

それに憧れたりとか、やっぱり自分もこう

なりたいと思うような方は増えてくるんじ

ゃないかと思うので、さすがに広報に載る

のは恥ずかしいでしょうから、大きくどー

んと「私、管理職です」みたいなのは多分

嫌でしょうから、職員報とか掲示板のよう

な形で何かＰＲしてみるといいかもしれな

いですね。 

 もしご自身が語るのが嫌であれば、何か

若手の職員や広報の方がインタビューする

とか、インタビュー形式で実際にこんな苦

労があったけれども、仕事をやってよかっ

たとか、いろんなトークを載せて見ていた

だくとか、そういうことはどうなんでしょ

うか。 

（内藤委員） 

 そういう魅力的な部分をアピールすると

いうのは大事だと思うんですけれども、こ

このロールモデルの岩松さんの２つ目に書

いてある議会対応というところ、これは男

女問わず管理職になってくると対応しなき

ゃいけなくて、答弁などをする機会なども

あると思うんですけれども、これはとても

好きという人もいると思うんですけれども、

男女問わず。 

 でも、やはりなかなかどこでも議会対応

というとシビアなことが多く、議会におい

てもややハラスメント的な追求であったり

…… 

（石阪委員長） 

 議会対応のところが一番大変だと思いま

す。 

（内藤委員） 

 ですよね。それまでの調整だったり各会

派に行ってお話を聞いたりとかそういうこ

とも含めて、結構タフじゃないとやれない

という部分があると思うんですけれども、

この点についてやはり議員の職員に対する

ハラスメントという観点も一つ重要かと思

っていて、それもやる意欲が出てこない一

つにはなっているんじゃないかなという気

がするんですよ。 

 やっぱり議会を見ていると、非常に議員

の高圧的な物言いというか、上から下への

物言いが目立つので、皆さんも想像がつく

と思うんですけれども、国会議員なんかが

そうで、ですから、そういうのが職員、公

務員、国家公務員もそうですけれども、み

んなやる気を失っているんですね。 

 ですから、ここから言えることか分から

ないんですけれども、議会の中のハラスメ

ント対策ということは、一つ女性管理職を

増やす観点でも関係あるんじゃないかと思

います。かつ政治分野の男女均等法が今回

改正されて、議会もハラスメント対策をや

らなきゃいけないということになりました

よね、環境整備。だから、議会とか自治体

というのはそれに対応しなきゃいけないこ

とになっているので、こういったことも併

せて根拠として言いながら、要するにハラ

スメントを議員がやるということは、対象

は職員だったり、ほぼ職員ということです

から、そういったところも併せてきちんと

守っていく、法律を守っていくということ

も間接的に影響していくかなという感じが

します。 

（石阪委員長） 

 ただ、これ制度として例えば議場の中と

いうのは、これは多分議会事務局のほうで
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ある程度決まり事はあるわけですよね。そ

の中で行われたハラスメントというのは多

分そっちのほうで規制できると思うんです

けれども、それ以外のところというのはな

かなか難しくないですか。 

（内藤委員） 

 でも、やっぱり議員が職務上、議員活動

上行うあらゆるハラスメントですね。ＬＧ

ＢＴのハラスメントでも、そういったこと

についてないように議会や自治体は努力す

る義務があるので、環境整備として。だか

ら、具体的には議会、議員に対しての研修

を行ったりルールを決めたり、そういった

ことでしたよね、たしか。職場のハラスメ

ントのルールとほぼ同じ。 

（石阪委員長） 

 それはいいかもしれないですね。議会に

対する研修を区が行うということになるか

もしれませんけれども。 

（内藤委員） 

 この会議だったら書き得るのかなと。 

（石阪委員長） 

 大丈夫かと。本来は恐らく向こうから区

に対して多分研修の依頼があったときに、

議会事務局を通して。そのときにこちらが

派遣するということはあるんですけれども、

むしろ積極的に学んでいただくと。 

（内藤委員） 

 管理職の仕事をアトラクティブにするた

めにというか、そういうことですかね。や

る気を持っていただくために。 

（石阪委員長） 

 なかなか面白い提案ですね。 

（内藤委員） 

 いや、でも、どうですか、松本さん。そ

ういう観点はありませんか。議会対応が多

いですよね。 

（松本課長） 

 議会対応は管理職の多分主な仕事にはな

ってくるとは思いますね。 

（石阪委員長） 

 提案としては面白いと思います。 

（片野副委員長） 

 コンプライアンスとしてやってください

と。 

（内藤委員） 

 法律ができましたよね。 

（石阪委員長） 

 そうね。面白いですね。 

 ほかはいかがでしょう。何か管理職登用、

管理職の率を上げるために求められること。

恐らく皆さん、職場や地域でも一緒だと思

うんですよね。圧倒的に男性が多い職場、

地域があると思うんですが、管理的な部門

にいる方ですね。こういう形でちょっと改

善されたとか、あるいは女性の率が増えた

とか、何かもし事例があれば教えていただ

きたいんですが、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

（片野副委員長） 

 実はスポーツ業界も上に行けば行くほど

男女の比率が悪いと言われていますよね。

私が体育協会の加連協という加盟団体協議

会に出たんですけれども、40人集まってい

て女性は４人しかいないんです。これは何

でだろうと。そこでいるのは理事長と会長

なんですけれども、それだけ女性の人はい

ないんです。バレーボールとかそういう男

女やっているような競技ですら男性なんで

す、みんな。 

 なので、女性でいたのは本当に新体操の

方とか、それもどっちかというと女性が出

ている。テニスはすごい珍しいと言われま

した。私は初めてなんですけれども、出た

のは。理事長になった女性は私が初めてな

んですね。そういうふうにやっぱり作って
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いかないと、なるところもなれないのかな

と。やっぱりみんな機会があったら手を挙

げて女性のほうもやりますとかと言ってい

かないと変わっていかないのかなと。見え

る化というのは非常に大事なんだなと思い

ました。 

（石阪委員長） 

 足立区でも恐らくスポーツの指導に関わ

っている方は圧倒的に男性が多いんじゃな

いかと思うんですけれども…… 

（片野副委員長） 

 多いです。それがちょっと問題になって

いると言われて、この間研修があったんで

すけれども、やっぱり女性と子どもが多い

ところはハラスメントが起こりやすいとい

うふうに、そういうふうにまだ思っている

んです。女性は弱いから、そういうふうに

ハラスメントに遭うみたいなことを言って

きたので、いや、そういう考え方が頭にあ

る、誰に向かってもいけないんだというこ

とじゃないんですよ。だから、やっぱり上

からこうなんだなと今はすごく思っていま

す。スポーツ界の風潮としてやっぱりそう

いうのがあるのかなと。 

（石阪委員長） 

 そうですね。スポーツの分野はちょっと

また別途考えなきゃいけないかもしれない

ですね。この分野はあまり今までこの場で

話されることがなかったんですけれども、

指導の現場は、実際どうなのか。１つはや

っぱりハラスメントの問題ですよね。 

（片野副委員長） 

 管理職にいないというのは、すごく上の

ほうの立場にいない。会長とか長のつくと

ころに女性が、副は多分いっぱいいると思

うんですよ。副会長とか副理事長はいると

思うんですけれども、そこのところをやっ

ぱり変えていくというのは管理職の問題と

同じかなというふうに思います。 

（石阪委員長） 

 ちょっと時間のほうがあと10分ぐらいな

んですが、またこれについてはちょっと次

回に持ち越しとさせていただきますので、

もしこの格差の部分ですね。これは必ずし

も役所の中の話でなくても構いませんし、

また、教育の話でも構いません。先ほどい

ろいろ水際対策の件もいただきましたけれ

ども、また追加のご意見等ありましたら、

次回また皆さんからご意見を伺う場を設け

たいと思いますので、もしよろしければ意

見を考えてきていただくということでお願

いしたいと思います。 

次第の２番目の議論についてはこれで終

了ということにさせていただきます。 

 

３ 次回（11／25開催）の議事内容につい 

  て 

  （１）「年次報告書」作成に向けた提 

     言 

  （２）区長報告について 

（石阪委員長） 

 そして、３番目になります。次回（11月

25日開催）の議事内容についてですが、今

お話ししたとおり、（１）「年次報告書」

の作成に向けた提言、区長報告の（２）も

そうなんですが、これをさらに議論を進め

ていきたいと思います。 

 今日ご発言いただいたところは事務局の

ほうで簡単にまとめさせていただきますの

で、それをまた見ながら新たな意見であっ

たりとか、加えるところ、修正するところ

があればまた皆さんからご意見をいただけ

ればと思います。 

 

４ 男女参画プラザ講座委託に関する評価 

  について 
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（石阪委員長） 

 そして、４番目、男女参画プラザ講座委

託に関する評価について、こちらは事務局

のほうからお願いします。 

（松本課長） 

 評価についてなんですけれども、お手元

の資料の委託講座評価の流れ、別紙３を見

ながらお話しさせてください。 

 第１回の推進委員会のときにもアナウン

スさせていただきましたけれども、区が委

託している事業者が講座を実施しておりま

す。その講座を委員の皆様に評価していた

だくというような形で、この評価がまた次

年度につながるというようなものになりま

すので、お手元を見ながらざっくり全体の

話をお話しいたします。 

 まず、上半期に実施した講座の一覧が別

紙３の次のＡ４横判の講座の一覧になって

いまして、７本、今講座が労働法セミナー

から始まって「オトナの性教育」まで終わ

っているところです。そのチラシがそれぞ

れカラーでついているというものになって

おります。 

 その次についているスケジュールがあり

ますけれども、これが今回の第４回でお手

元の資料を配付しまして、それに基づいて

皆様に評定表を作っていただくというよう

な形になっております。 

 その次の別紙１、前後して申し訳ないん

ですが、Ａ３横判の資料は、これが今まで

実施済みの講座に対して事業者が振り返り

をしてコメントを入れたものでして、あと

は事務局も事業者の意見などを踏まえまし

て、立会いの結果を踏まえて意見を書いて、

５段階評価で評価を行っているという形に

なっていまして、これを根拠資料としてい

ただいて、皆様には別紙２、Ａ４横判の個

別評価の評定表というものがありますけれ

ども、そこに皆様の評価を入れていただく

というような形になります。 

 その次のページの別紙２－２というのが

一応評価基準になっていますので、これと

Ａ３の横判の実績などを見ながら、それぞ

れ皆様が評価４ですとか３ですとかという

ところに丸をしていただいて、区のほうに

お出しいただくというような形になります。 

 これを作っていただいて、それで５回目

の推進委員会、次回に意見交換を行ってい

くというような流れで、データについては

また後日、事務局のほうから送らせていた

だきますので、皆様にはこの作業を行って

いただくということでお願いをしたいとい

うことでございます。 

（明石係長） 

 補足ですが、委員会が終わりましたら委

員のみなさまにメールを送らせていただき

ますので、締切りが早く申し訳ないのです

が、11月10日の水曜日までに郵送もしくは

メールでご回答いただければと思います。 

（田中孝子委員） 

 こちらの。 

（明石係長） 

 そうですね。提出資料は別紙２と別紙２

－１になりますので、別紙２は評価のほう

で、別紙２－１は良かった点や悪かった点、

もう少しこうしたほうがいいと思われたと

ころを書いていただければと思いますので、

この２枚を11月10日までにご提出いただき

たいと思います。 

（松本課長） 

 お手数をおかけいたしますが、ご協力ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 あと、次回のできたら男女格差のところ

は地域の意見の反映という例えば町会とか

防災の部分とかも含めて何かご意見あった

らお聞かせいただければなと思っておりま
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すので、よろしくお願いいたします。 

（石阪委員長） 

 まず、最初の男女参画プラザ講座委託、

こちらに関してはいかがでしょうか。皆さ

ん、やり方は大体分かりましたでしょうか。

メールで送られてくるということですので、

それに評点、評価の点数をつけて、コメン

トを書いて11月10日までに返信いただくと

いうことが１点です。 

 資料、それから、チラシ等々はここに挟

まれているということですから、これを参

考にしながらということでお願いします。 

 それから、次回、これは先ほどの男女の

格差という話がありましたが、今日は主に

役所という話でしたけれども、例えば皆さ

んの地域や学校、職場、どこでも構いませ

ん。様々な男女の格差に関するところ、こ

ちらのほうをまたご意見いただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 皆さんから何かありますでしょうか。 

（内藤委員） 

 地域については、話は前回聞いていない

ですよね。 

（石阪委員長） 

 前回とは直接関係ないです。ただ、計画

の中に地域の部分も含まれていますので。 

（内藤委員） 

 あと次残っているのは教育と地域。今、

地域と何とおっしゃいましたか。 

（松本課長） 

 防災とかも含めて地域のところ。 

（石阪委員長） 

 自治会とか。 

（内藤委員） 

 あと、この３の（２）の区長報告は何で

したか。何かおっしゃいましたか。 

（明石係長） 

 こちらについては、今後の流れなんです

が、５回目が終わった後に事務局と委員長

も含めて協議させていただきます。 

（石阪委員長） 

 区長に報告を作るための報告書を作って、

これを報告するということなんですけれど

も。 

（明石係長） 

 大体年度終わりに区長に直接報告させて

いただくという流れになります。 

（内藤委員） 

 そういう意味ですね。次回が終わってか

らということですね。 

（石阪委員長） 

 それを取りまとめる。 

 よろしいでしょうか、ご質問。 

 

５ 事務連絡 

  （１）次回開催 11月25日（木曜日） 

午後２時～４時 第１学習室 

  （２）その他 

（石阪委員長） 

 それでは、次回の事務連絡、11月25日。

これはどうしましょうか。もういいですか

ね。次回についてですが。 

（明石係長） 

 次回は11月25日木曜日の午後２時から４

時までになります。第１学習室になります

ので、よろしくお願いします。 

 あと、講座のところでもう一点だけ、今

回７つ今までに講座をやっているが、昨年

度の委員会提言があった関係で、７講座中

６講座がオンライン、これをご覧いただい

たら分かるかと思うのですが、YouTubeとか

Ｚｏｏｍを利用したオンライン講座になっ

ています。 

 今後については、オンラインも含めた形

で対面を徐々に増やしていった形で行う予

定でおりますので、そちらは下半期で報告
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させていただきます。 

（梶原男女共同参画推進係員） 

 お手元に配らせていただきました会議録

ですが、再度お目通しいただきまして、修

正等がございましたら、今週中に事務局ま

でご連絡をお願いいたします。来月以降に

ホームページ等で公表してまいります。 

 もう一点、お手元に請求書兼口座振替依

頼書を置かせていただいておりますので、

帰りに事務局までご提出をお願いいたしま

す。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、次回11月25日ということにな

ります。 

（内藤委員） 

 講座を今YouTubeとかＺｏｏｍでやられた

という話で、リアルに戻していくみたいな

…… 

（明石係長） 

 戻していくというか、講座の内容に合わ

せてオンラインを活用したり対面を活用し

ております。前半に関しては、対面もでき

なかったので、オンラインというところも

あるのですが、オンラインのみでやる場合

もありますし、それは内容に合わせて行っ

ていきます。 

（内藤委員） 

 よかったです。例えば映画なんかはもの

すごい人数が来たり、やっぱりＺｏｏｍは

好調かな─内容にもよりますけれども

─みたいなので、やっぱりニーズはオン

ラインでやるのがあるんじゃないかなと思

いましたので、ぜひ併用を考えていただけ

ればと思います。ありがとうございます。 

（石阪委員長） 

 それでは、以上で本日の会議を終了させ

ていただきます。 

 どうもありがとうございました。 


